
神
泉
苑
の
誕
生

吉

野

秋

二

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
故
中
山
修
一
が
長
岡
京
発
掘
の
基
準
史
料
と
し
た
延
暦
十
四
年
正
月
二
十
九
日
官
符
を
再
読
し
た
。
そ
し
て
、
官
符
に
よ

っ
て
勅
旨
所
・
近
衛
府
に
下
賜
さ
れ
た
旧
長
岡
京
左
京
三
条
～
坊
八
・
九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
に
は
、
長
岡
京
期
、
京
内
離
宮
「
南
園
」
が
位
置
し
た
、

と
推
測
し
た
。
そ
の
上
で
、
「
南
園
」
は
、
長
岡
京
後
期
、
宮
城
南
面
地
区
が
全
面
的
に
改
造
さ
れ
た
際
、
早
良
東
宮
跡
地
に
造
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
長
岡
京
末
期
の
「
南
園
」
に
お
け
る
三
月
三
日
節
会
は
襖
祓
儀
礼
と
し
て
の
性
格
を
強
く
有
し
た
が
、
そ
れ
は
、
年
中
行
事
の
揚

場
を
固
定
化
す
る
契
機
で
も
あ
っ
た
。
平
安
遷
都
後
、
桓
武
は
、
豊
楽
院
な
ど
他
の
饗
宴
施
設
と
平
行
し
て
、
長
岡
京
「
南
園
砿
と
同
じ
左
京
三
条
一
坊

に
神
泉
苑
を
造
営
し
た
。
禁
苑
と
し
て
の
偉
容
を
具
備
し
た
神
泉
苑
に
は
、
平
城
・
嵯
峨
期
に
さ
ま
ざ
ま
な
詩
宴
が
集
約
さ
れ
、
「
文
章
経
国
」
の
政
治

文
化
を
象
徴
す
る
舞
台
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
八
巻
六
号
　
二
〇
〇
五
年
＝
月

は
　
じ
　
め
　
に

神泉苑の誕生（吉野）

本
稿
は
、
平
安
京
の
禁
苑
、
神
泉
苑
の
成
立
に
焦
点
を
あ
て
、
平
安
初
期
に
お
け
る
都
城
の
空
間
構
成
の
変
遷
を
復
原
し
、
意
義
を
論
じ
る

も
の
で
あ
る
。

　
東
ア
ジ
ア
の
都
城
に
お
い
て
、
広
大
な
領
域
を
有
す
禁
苑
は
、
王
権
に
よ
る
大
地
の
支
配
を
象
徴
す
る
空
間
で
あ
り
、
そ
の
規
模
と
配
置
は
、

都
城
の
全
体
構
成
を
左
右
す
る
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
日
本
古
代
の
禁
苑
に
関
す
る
研
究
は
、
文
献
史
料
と
遺
跡
を
精
密
に
照
合
し
た
岸
俊
男
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①

の
研
究
を
契
機
と
し
て
、
八
○
年
代
以
後
、
飛
躍
的
に
進
展
し
た
。
最
近
で
は
、
金
子
裕
之
が
、
飛
鳥
京
苑
池
遺
跡
な
ど
の
発
掘
を
受
け
精
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

的
に
論
放
を
発
表
し
て
い
る
。
庭
園
史
分
野
の
蓄
積
と
あ
わ
せ
、
平
城
京
期
以
前
に
関
し
て
は
、
通
時
代
史
的
追
究
が
可
能
な
段
階
に
入
っ
た

と
い
え
る
。
し
か
し
、
平
安
期
以
後
の
展
開
に
関
し
て
は
、
未
解
明
の
部
分
が
あ
る
。

　
神
泉
苑
は
、
他
の
禁
苑
と
異
な
り
、
二
条
大
路
を
挟
み
宮
城
に
南
面
す
る
左
京
三
条
一
坊
に
位
置
し
た
。
神
泉
苑
に
関
し
て
は
、
戦
前
に
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

表
さ
れ
た
西
田
直
二
郎
・
大
田
静
六
の
精
緻
な
基
礎
研
究
が
あ
る
が
、
戦
後
の
古
代
史
分
野
で
の
成
果
は
、
貞
観
期
の
御
霊
会
に
関
す
る
個
別

研
究
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る
。
一
方
、
林
屋
辰
三
郎
の
啓
蒙
書
を
は
じ
め
、
神
泉
苑
の
空
間
的
象
徴
性
に
触
れ
る
平
安
京
論
は
少
な
く
な
い

巾
創
建
事
情
に
関
す
る
確
た
る
説
明
を
欠
い
て
い
る
た
め
・
漠
た
る
問
題
提
起
に
止
ま
っ
て
い
る
・
史
料
的
制
約
を
乗
り
整
る
新
た
な
視

角
が
必
要
で
あ
る
。

　
今
回
、
私
は
、
如
上
の
認
識
に
基
づ
き
、
神
泉
苑
創
建
の
過
程
を
、
平
安
遷
都
以
前
、
長
岡
京
期
に
遡
及
し
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
近
年
、

長
岡
京
・
平
安
京
跡
で
は
、
神
泉
墨
跡
の
部
分
的
調
査
も
含
め
発
掘
調
査
事
例
が
急
速
に
増
加
し
、
儀
礼
研
究
の
進
展
と
相
乗
し
て
、
山
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

章
・
橋
本
義
則
な
ど
の
復
原
研
究
に
結
実
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
批
判
的
に
検
討
し
、
平
安
初
期
の
政
治
・
文
化
史
に
神
泉
苑
成

立
を
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
な
お
、
『
類
聚
国
史
』
『
日
本
粗
略
』
掲
載
の
『
日
本
後
紀
』
逸
文
を
含
め
、
六
国
史
に
関
し
て
は
、
一
部
出
典
の

明
示
を
省
略
す
る
。
予
め
了
解
さ
れ
た
い
。

①
岸
俊
男
「
「
嶋
」
雑
考
」
（
『
日
本
古
代
文
物
の
研
究
』
塙
書
房
、
一
九
八
八
年
、

　
初
出
一
九
七
九
年
）
。

②
金
子
裕
之
「
宮
と
後
苑
」
（
森
郁
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
弊
衣
千

　
年
』
、
一
九
九
九
年
）
、
同
「
平
城
宮
の
園
林
と
そ
の
源
流
」
（
奈
良
文
化
財
研
究

　
所
『
東
ア
ジ
．
ア
の
古
代
都
城
』
、
二
〇
〇
三
年
）
な
ど
。

③
　
西
田
直
二
郎
『
神
泉
苑
』
（
『
京
都
史
蹟
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
　
一
九
六
一
年
、

　
初
出
　
九
二
六
年
）
、
大
闘
静
六
「
神
泉
苑
の
研
究
」
（
『
寝
殿
造
の
研
究
』
吉
川

　
弘
文
館
、
一
九
八
七
年
、
初
出
一
九
三
七
年
）
。

④
林
屋
辰
王
郎
『
京
都
㎞
（
岩
波
轡
店
、
一
九
六
二
年
）
、
最
近
で
は
中
澤
克
昭

　
「
狩
猟
と
王
権
」
（
『
岩
波
講
座
　
天
皇
と
王
権
を
考
え
る
3
㎞
岩
波
書
店
、
二
〇

　
〇
二
年
）
な
ど
。

⑤
山
中
章
『
長
岡
京
研
究
序
説
㎞
（
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
、
橋
本
義
則
『
平
安

　
宮
成
立
史
の
研
究
㎞
（
塙
書
房
、
一
九
九
五
年
）
。
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神泉苑の誕生（吉野）

　
　
　
　
　
　
　
　
一
章
　
延
暦
十
四
年
正
月
二
十
九
日
宮
符

　
平
安
遷
都
か
ら
三
ヶ
月
が
経
過
し
た
延
暦
十
四
年
（
七
九
五
）
正
月
二
十
九
日
、
太
政
官
は
次
の
よ
う
な
官
符
を
発
令
し
、
廃
都
と
な
っ
た

長
岡
京
の
土
地
を
二
官
司
に
園
池
と
し
て
賜
与
す
る
旨
定
め
た
。

　
　
　
太
政
官
符

　
　
　
　
合
畠
八
町

　
　
　
　
　
長
岡
左
京
三
条
一
坊
八
町
九
町
十
五
町
十
六
町
、
二
坊
三
町
彫
町
六
町

　
　
　
　
　
　
右
七
町
　
勅
旨
藍
圃

　
　
　
　
　
三
条
一
坊
十
町

　
　
　
　
　
　
右
一
町
近
衛
蓮
池

　
　
　
以
前
被
右
大
臣
宣
繕
、
奉
　
勅
、
件
虚
永
宛
二
司
、
以
為
園
池
。

　
　
　
　
　
延
暦
十
四
年
正
月
廿
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噸
類
聚
二
代
格
』
巻
十
五
諸
司
田
事
）

文
中
の
「
勅
旨
」
は
、
内
蔵
寮
と
連
携
し
、
勅
旨
田
管
理
・
宮
中
諸
道
諸
邦
進
な
ど
を
損
冒
し
た
勅
旨
所
、
「
近
衛
」
は
、
近
衛
府
を
意
味
す

る
。
角
田
文
衛
は
、
本
官
符
に
お
け
る
「
勅
旨
藍
圃
」
の
下
定
を
以
後
の
勅
旨
田
・
牧
・
嶋
開
発
に
繋
が
る
御
料
地
下
賜
の
噛
矢
と
し
て
位
置

　
　
　
　
①

づ
け
て
い
る
。
「
近
衛
蓮
池
」
も
蓮
根
・
蓮
実
・
蓮
葉
な
ど
供
御
物
採
取
用
の
御
料
地
と
見
て
よ
い
。

　
本
官
符
は
、
一
九
五
三
年
、
故
中
山
修
一
が
「
近
衛
蓮
池
」
の
故
地
を
発
見
し
、
長
岡
京
発
掘
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
著
名
な

　
　
　
②

も
の
だ
が
、
今
回
、
文
献
史
学
に
よ
る
長
岡
京
復
原
の
手
段
と
し
て
読
み
直
し
て
み
た
い
。
ま
ず
問
題
と
し
た
い
の
が
、
官
符
対
象
地
の
長
岡

京
期
の
利
用
形
態
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
図
1
は
、
現
在
最
も
有
力
な
山
中
章
に
よ
る
条
坊
復
原
プ
ラ
ン
に
発
掘
調
査
で
判
明
し
た
諸
施
設
、
官
符
の
対
象
地
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
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1・2木材陸揚げ場（木材進上木簡）　3内膳司菜園ぼ内膳」墨書土器）　4金属鋳造工房　　5某

政所（輿部材進上木簡）　6仏具・調度関係官司　7（「位田井墾田」木簡）　8（「大炊」墨書土
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暦ユ4年官符点定左京三条一打部分　③④⑥同三条二坊部分

※京都府向日市『再現・長周京』（2001年）掲載図を一部改変

対
象
地
は
、
左
京
三
条
一
坊
東
北
隅
の
五
町
（
八
・
九
・

＋
・
＋
五
・
＋
六
町
）
、
三
条
二
坊
西
南
の
三
町
（
三
・
四
・

六
町
）
に
分
か
れ
る
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
、
長
岡
京
期

の
史
料
に
当
該
地
区
に
所
在
し
た
施
設
名
を
明
示
す
る
も

の
は
な
い
。
し
か
し
、
平
安
前
期
に
は
、
図
2
の
よ
う
に
、

左
京
三
条
一
坊
に
大
学
寮
（
十
二
・
七
・
八
町
）
、
左
京

職
（
三
町
）
、
奨
学
院
（
四
町
）
、
勧
学
院
（
五
月
）
、
弘
文

院
（
六
町
）
、
神
泉
苑
（
九
～
十
六
町
）
、
三
条
二
坊
に
木
工

町
（
丁
二
町
）
御
子
左
第
（
三
・
四
町
）
、
木
工
寮
（
八

町
）
、
下
院
（
十
五
・
十
六
町
）
な
ど
の
占
地
が
推
測
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

る
。
勧
学
院
な
ど
大
学
別
曹
の
成
立
は
弘
仁
期
以
後
だ
が
、

宮
外
官
衙
、
官
衙
町
、
離
宮
、
貴
族
邸
宅
と
し
て
の
利
用

は
、
八
世
紀
に
遡
源
す
る
と
見
て
よ
い
。

　
そ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
官
符
が
左
京
三
条
一
章
十
町

を
「
近
衛
蓮
池
」
と
し
た
点
で
あ
る
。
遷
都
後
わ
ず
か
三

ヶ
月
後
の
処
分
と
い
う
点
を
考
慮
す
る
と
、
「
蓮
池
」
は

新
た
に
造
成
す
る
の
で
は
な
く
、
遷
都
以
前
に
存
在
し
た

施
設
の
池
を
転
用
す
る
可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
、
勅
旨

所
・
近
衛
府
が
天
皇
家
の
家
産
管
理
・
警
固
に
関
与
し
た
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1太政宮厨町別納　2織部旬　3源信北辺第　4左衛門府・獄　5左衛門府（→検非違使庁）　6

修理職・同曹司　7囚獄司・東獄　8木コニ寮　9左京職　10弘文院　11橘逸勢妓松園　12奨学院

13勧学院　14隼入司　15西獄　16小野篁邸　17学館院　18右京職　19藤原良ホ目西三条第

※評安時代史事典』（角川書店、1994年）掲載図を改変。京都市『甦る平安京』（1994年）参照。

官
司
で
あ
る
点
を
加
味
す
る
と
、
「
蓮
池
」

は
離
宮
・
饗
宴
施
設
の
園
池
と
み
る
の
が

自
然
で
あ
る
。
長
岡
京
左
京
三
条
一
二
八
・

九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
に
は
、
平
安
京

神
泉
苑
に
相
当
す
る
離
宮
・
饗
宴
施
設
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
長
岡
京
期
の
離
宮
・
饗
宴
施
設
に
関
す

る
史
料
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る
（
な
お
、
史
料
⑫
～
⑭
（
木
簡
）
が
出
土
し
た

左
京
三
条
二
坊
一
町
〈
史
料
⑫
⑬
、
図
1
1

9
＞
・
同
二
坊
九
町
〈
史
料
⑭
、
図
1
－
1
1
＞
に

は
、
伴
出
木
簡
の
内
容
か
ら
、
木
簡
記
載
の
施
設

で
は
な
く
、
各
々
、
造
営
専
門
官
司
〈
木
工
寮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
〉
・
造
長
岡
宮
使
が
比
定
さ
れ
る
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

　
　
①
『
続
日
本
紀
』
延
暦
四
年
三
月
戊
戌
条

　
　
　
御
嶋
院
、
宴
五
位
已
上
。
召
文
人
令
賦

　
　
　
曲
水
。
賜
禄
各
等
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
日
）

　
　
②
『
同
』
延
暦
八
年
正
月
己
酉
条

　
　
　
宴
五
位
已
上
於
南
院
。
（
下
略
）
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（
七
日
）

③
『
類
聚
国
史
』
（
巻
七
十
～
歳
時
二
七
日
節
会
）
延
暦
十
～
年
正
月
壬
戌
条

　
御
爾
院
、
宴
五
位
以
上
。
賜
禄
有
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
B
）

④
『
同
』
（
巻
七
十
二
歳
時
三
射
礼
）
延
暦
十
一
年
正
月
甲
子
条

　
車
駕
巡
覧
諸
院
。
於
猪
隈
院
令
五
位
已
上
射
。
簾
中
撒
銭
。
上
皇
、
賜
五
位
已
上
及
内
命
婦
吊
有
壁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
B
）

⑤
『
岡
』
（
巻
七
十
二
歳
時
三
射
礼
）
延
暦
十
一
年
正
月
壬
申
条

　
幸
南
院
、
観
射
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

⑥
『
同
』
（
巻
七
十
三
歳
時
四
三
月
三
日
）
延
暦
十
一
年
三
月
丁
巳
条

　
幸
南
園
、
襖
飲
。
命
群
臣
賦
詩
。
賜
綿
有
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
艮
）

⑦
『
同
』
（
巻
廿
八
帝
王
八
天
皇
遷
御
）
延
暦
十
二
年
正
月
庚
子
条

　
遷
御
東
院
。
縁
欲
壊
宮
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
H
）

⑧
『
同
』
（
巻
七
十
三
歳
時
四
三
月
三
日
）
延
暦
十
二
年
三
月
辛
巳
条

　
瑛
干
南
園
。
令
文
人
賦
詩
。
五
位
已
上
及
文
人
賜
禄
有
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
一
B
）

⑨
『
同
』
（
巻
淵
二
帝
王
十
二
天
皇
遊
猟
）
延
暦
十
二
年
八
月
丁
卯
条

　
遊
猟
干
大
原
野
、
還
御
南
園
。
賜
五
位
已
上
衣
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

⑩
『
同
㎏
（
巻
七
十
三
歳
時
四
三
月
三
日
）
延
暦
十
三
年
三
月
丙
子
条

　
宴
於
南
園
。
賜
五
位
已
上
禄
有
差
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
八
B
）

⑪
職
日
本
紀
略
』
延
贋
十
三
年
五
月
己
亥
条

　
皇
太
子
妃
誰
帯
子
忽
有
病
。
移
木
蓮
子
院
、
頓
逝
。

⑫
長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
　
町
（
三
条
条
問
北
小
路
北
側
溝
S
D
四
二
五
〇
一
）
出
土
木
簡

　
・
南
院
　
□
□
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神泉苑の誕生（吉野）

　
・
『
史
生
谷
津
X
』

⑬
長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
一
町
（
東
西
溝
S
D
八
○
～
八
〇
一
）
出
土
木
簡

　
　
　
（
線
刻
）

　
・
嶋
院
一
…
一
物
守
斐
太
　
人
飯
参
升

　
・
田
臼
　
　
　
＋
月
其
百
領

⑭
長
岡
京
左
京
三
条
二
坊
九
町
（
東
西
溝
S
D
＝
二
〇
～
A
層
）
出
土
木
簡

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
合
力
〕
　
　
　
　
〔
椙
力
〕
　
　
　
　
〔
隻
力
〕

山
桃
甦
□
劇
即
翻
隻
滞
口
］
二
捌
漢
土
最
用
亜
五
＋
⊥
．
隻

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
月
五
日
石
作
五
百
千

（『

ﾘ
簡
研
究
騙
二
三
）

（『

ｷ
岡
京
木
簡
』
ニ
ー
五
三
七
）

（『

ｷ
岡
京
木
簡
』
　
一
－
三
三
七
）

　
左
掲
史
料
に
は
「
南
院
」
「
南
園
」
「
東
院
」
「
嶋
院
」
「
木
蓮
子
院
」
「
猪
隈
院
」
「
山
桃
院
」
と
い
う
七
つ
の
施
設
名
が
見
え
る
。
こ
の
内
、

延
暦
十
二
年
正
月
に
仮
内
裏
と
な
っ
た
「
東
院
」
（
史
料
⑦
）
の
位
置
は
、
近
年
の
発
掘
調
査
で
大
規
模
な
遺
構
と
共
に
「
東
岸
」
と
記
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

墨
書
土
器
が
出
土
し
、
長
岡
京
北
一
条
二
・
三
坊
付
近
に
確
定
し
た
（
図
－
…
A
）
。
ま
た
、
延
暦
四
年
に
三
月
三
日
節
会
が
開
催
さ
れ
た
「
嶋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

院
」
（
史
料
①
、
⑬
）
は
、
『
土
佐
日
記
』
に
見
え
る
「
島
坂
」
の
地
名
が
残
る
宮
内
西
南
部
に
位
置
し
た
ら
し
い
（
図
－
…
H
）
。
平
城
宮
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

宮
西
南
部
（
若
犬
養
門
西
北
）
に
奈
良
後
期
の
園
池
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
の
で
、
「
論
叢
」
の
配
置
は
平
城
宮
期
の
前
身
施
設
を
継
承
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
長
岡
京
三
条
一
州
八
・
九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
に
所
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
「
東
院
」
「
嶋
院
」
以
外
の
五
施
設
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
結
論
を
い
え
ば
、
私
は
、
史
料
⑥
⑧
⑨
⑩
）
に
見
え
る
「
茶
園
」
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
「
南
園
」
で
は
、
平
安
遷
都
直
前
の
延
暦
十
一
～
十
三
年
、
三
年
連
続
で
三
月
三
日
節
会
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
の
節
会
は
、
三
月
最
初
の

巳
の
日
に
流
水
に
臨
み
邪
気
を
祓
う
上
巳
祓
に
淵
源
し
、
酒
盃
を
水
流
に
流
し
盃
が
通
り
過
ぎ
る
間
に
詩
歌
を
詠
じ
る
曲
水
宴
を
行
う
も
の
で

あ
る
。
園
池
を
利
用
す
る
こ
と
が
多
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
平
安
期
に
は
神
泉
苑
も
丁
場
と
さ
れ
て
い
る
。
「
南
園
」
の
園
池
は
、
改
造
を
経
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⑨

て
「
近
衛
蓮
池
」
に
転
用
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
「
南
園
」
の
「
南
」
は
内
裏
か
ら
の
方
位
だ
ろ
う
。
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
史
料
⑥
の
出
御
表
現
「
幸
」
は
「
南
園
」
が
宮
城
外
に
あ
る
こ

と
を
傍
証
す
る
。
注
意
す
べ
き
は
、
神
泉
苑
と
異
な
り
「
園
」
を
付
し
て
呼
ば
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
中
国
最
古
の
字
書
『
説
文
』
は
、
「
苑
」

は
禽
獣
な
ど
を
飼
う
施
設
（
牧
場
）
、
「
園
」
は
果
樹
園
・
菜
園
な
ど
の
農
園
と
区
別
す
る
。
し
か
し
、
日
本
古
代
の
諸
史
料
で
は
、
同
義
語
と

し
て
互
換
的
に
使
用
す
る
事
例
が
存
す
る
も
の
の
、
大
概
、
規
模
の
大
小
で
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
特
に
六
国
史
の
「
苑
」
は
、
神
泉
苑
、

平
城
京
松
林
苑
・
南
至
な
ど
天
皇
の
禁
苑
の
み
で
、
苑
内
に
宮
殿
・
倉
な
ど
を
配
し
、
多
角
的
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
造
園
」

の
利
用
は
、
三
月
三
日
節
会
以
外
は
大
原
野
遊
猟
後
の
饗
応
（
史
料
⑨
）
の
み
で
、
複
合
的
性
格
は
窺
え
な
い
。
「
南
園
」
の
規
模
は
、
最
大
で

も
官
符
点
定
の
五
町
に
三
条
噌
坊
七
町
を
加
え
た
六
町
域
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
官
符
対
象
地
の
内
、
左
京
三
条
一
重
部
分
に
つ
い
て
推
考
し
た
が
、
左
京
三
条
画
聖
三
・
四
・
六
町
の
施
設
に
関
し
て
は
確
た
る
材

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

料
は
な
い
。
た
だ
し
、
平
城
京
で
は
六
坪
で
天
平
～
天
平
宝
字
年
間
の
庭
園
遺
構
（
左
京
一
二
条
二
坊
宮
座
庭
園
）
が
発
掘
さ
れ
、
平
安
前
期
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

三
・
四
町
に
御
子
左
第
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
岨
面
離
宮
が
占
地
し
た
可
能
性
は
高
い
。
三
・
四
町
と
六
町
の
間
の
東
二
坊
坊
間
西
小
路
が
平
安

京
「
猪
隈
小
路
」
に
あ
た
る
の
で
、
「
猪
隈
院
」
（
史
料
④
）
が
候
補
と
な
る
。
た
だ
し
、
同
じ
小
路
沿
、
長
岡
京
左
京
二
条
二
坊
五
・
六
・
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

一
・
十
二
町
で
発
掘
さ
れ
た
四
町
域
に
跨
る
離
宮
跡
（
図
1
1
D
）
を
糖
蜜
院
と
す
る
有
力
説
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
考
に
侯
ち
た
い
。

　
以
上
、
文
献
史
料
を
根
拠
に
、
長
岡
京
左
京
三
条
一
坊
に
神
泉
苑
の
前
身
施
設
「
南
園
」
が
存
し
た
こ
と
を
推
測
し
た
。
次
章
で
は
、
長
岡

京
の
発
掘
調
査
の
成
果
を
踏
ま
え
、
自
説
の
補
強
を
試
み
た
い
。

①
角
田
文
衛
「
勅
旨
省
と
勅
旨
所
」
（
『
角
田
文
衛
著
作
集
第
3
巻
律
令
国
家

　
の
展
開
』
角
川
書
店
、
一
九
八
五
年
、
初
出
一
九
六
一
　
年
）
。

②
福
山
敏
男
・
中
山
修
丁
高
橋
徹
著
『
新
版
長
岡
京
発
掘
魅
（
目
本
放
送
出
版

　
協
会
、
～
九
八
四
年
越
。

③
山
中
章
「
条
坊
制
の
変
遷
」
（
『
日
本
古
代
都
城
の
研
究
駈
柏
書
房
、
一
九
九
七

　
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）
。

④
噸
拾
芥
抄
駈
中
は
、
勧
学
院
は
藤
原
冬
嗣
の
邸
宅
を
転
用
し
た
と
す
る
。

⑤
今
泉
隆
雄
「
長
岡
京
太
政
官
厨
家
の
木
簡
」
（
『
古
代
木
簡
の
研
究
隔
吉
川
弘
文

　
館
、
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
八
四
年
）
、
堀
裕
「
長
岡
京
造
営
組
織
と
左
京
三

　
十
二
坊
一
・
八
・
九
町
」
（
（
財
）
向
目
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
・
向
日
市
教
育
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委
員
会
『
長
岡
京
木
簡
　
二
匝
、
一
九
九
三
年
）
。
な
お
堀
は
三
条
二
坊
［
町
に

　
「
嶋
院
」
、
九
町
に
「
山
桃
院
」
が
存
し
た
可
能
性
も
留
保
し
て
い
る
が
、
造
営

　
専
当
官
司
・
造
長
岡
宮
使
を
想
定
し
、
離
宮
・
饗
宴
施
設
の
造
営
に
関
与
し
た
と

　
見
る
方
が
妥
当
で
あ
る
。

⑥
（
財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』

　
五
五
（
二
〇
〇
二
年
）
、
（
財
）
古
代
學
協
会
・
古
代
學
研
究
所
『
長
陶
京
左
京
東

　
院
跡
の
調
査
研
究
　
古
代
學
研
究
所
研
究
報
告
第
七
輯
』
（
二
〇
〇
二
年
）
。

⑦
前
掲
岸
は
じ
め
に
注
①
。
『
日
本
霊
異
記
瞼
下
巻
三
十
八
話
に
記
さ
れ
た
延
暦

　
四
年
九
月
の
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
の
現
場
「
長
岡
富
嶋
町
」
は
「
山
院
」
を
指
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
「
嶋
院
」
は
文
献
か
ら
姿
を
消
す
。
「
南
園
」
成
立
に
よ
り
廃

　
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑧
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
昭
和
5
6
年
度
平
城
余
罪
発
掘
調
査
部
発
掘
調
査
概

　
報
㎞
（
一
九
八
二
年
）
。

⑨
長
岡
宮
・
宮
城
周
辺
の
地
形
は
ひ
な
段
状
の
段
丘
を
な
す
が
、
左
京
三
条
一
坊

　
十
町
内
で
段
丘
が
一
段
下
が
る
。
園
池
の
造
成
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。
國
下
多
美

　
樹
・
中
塚
良
「
長
岡
宮
の
地
形
と
造
営
」
（
（
財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

　
噛
都
城
臨
一
四
、
二
〇
Ω
二
年
）
参
照
。
な
お
、
鷺
森
浩
幸
「
園
の
立
地
と
そ
の

　
性
格
」
（
隅
日
本
古
代
の
王
家
・
寺
院
と
所
領
』
塙
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
は
、
古

　
代
の
「
畠
」
は
乾
地
に
造
成
さ
れ
雑
穀
を
、
「
園
」
は
低
湿
地
に
造
成
さ
れ
疏
菜

　
類
を
栽
培
す
る
と
す
る
。

⑩
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
六
坪
発
掘
調
査
報
告
駈

　
（
～
九
八
⊥
ハ
年
）
。

⑪
　
長
岡
京
左
京
第
　
一
一
〇
次
調
査
で
、
左
京
三
条
二
坊
三
・
六
・
七
町
の
発
掘
が

　
部
分
的
に
行
わ
れ
、
三
町
で
は
掘
立
柱
建
物
二
棟
・
井
戸
一
基
が
検
出
さ
れ
て
い

　
る
。
出
土
遺
物
に
は
、
他
所
か
ら
流
入
し
た
も
の
が
混
在
し
て
い
る
が
、
門
政
所
」

　
木
簡
（
東
二
坊
坊
間
西
小
路
西
側
溝
〈
三
町
西
〉
）
、
「
□
衛
府
□
」
木
簡
（
東
二

　
坊
坊
間
西
小
路
東
側
溝
〈
六
町
東
〉
）
、
「
給
服
所
」
の
墨
書
土
器
（
三
条
条
間
小

　
路
南
側
溝
〈
六
町
北
〉
）
な
ど
離
宮
と
の
関
連
を
窺
え
る
も
の
が
あ
る
。
向
日
市

　
教
育
委
員
会
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
一
八
（
一
九
八
六
年
）
、
前

　
掲
注
⑤
隅
長
岡
京
木
簡
　
二
憾
参
照
。
な
お
、
同
調
査
区
の
東
に
は
字
名
「
猪
子

　
田
」
が
残
る
。

⑫
（
財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
都
城
』
九
（
～
九
九
八
年
）
。

二
章
　
長
岡
京
宮
城
爾
面
地
区
の
様
相

神泉苑の誕生（吉野）

　
本
章
で
は
、
長
岡
宮
お
よ
び
周
辺
部
に
お
け
る
諸
官
衙
・
離
宮
の
配
置
を
復
原
し
、
長
岡
京
の
造
営
過
程
に
「
南
園
」
成
立
を
位
置
づ
け
て

み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
長
岡
京
の
造
営
は
、
前
期
（
延
贋
一
丁
六
年
）
・
後
期
（
七
～
十
年
）
の
二
段
階
で
進
め
ら
れ
た
。
ま
ず
、
前
期
造
営
で
は
、
奈
良
時
代
の
副
都
、

難
波
宮
の
殿
舎
を
移
築
、
内
裏
・
大
極
殿
・
朝
堂
院
な
ど
宮
中
心
部
の
殿
舎
が
造
営
さ
れ
た
。
一
方
、
後
期
造
営
で
は
、
旧
都
平
城
京
の
殿
舎

が
解
体
さ
れ
、
建
造
物
・
資
材
が
移
築
さ
れ
た
。
後
期
造
営
開
始
後
、
延
暦
八
年
二
月
二
十
八
日
に
は
大
極
殿
北
に
あ
っ
た
内
裏
が
、
東
北
部
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②

に
独
立
す
る
（
『
続
日
本
紀
』
同
日
条
「
移
自
西
宮
、
始
御
東
宮
。
」
）
。

　
山
中
章
は
、
如
上
の
造
営
過
程
を
考
慮
し
た
上
で
、
長
岡
宮
・
周
辺
域
に
お
け
る
発
掘
調
査
の
検
出
遺
構
を
、
軒
瓦
の
出
土
状
況
に
よ
っ
て
、

A
難
波
宮
式
が
大
半
を
占
め
、
長
岡
宮
式
を
含
ま
な
い
タ
イ
プ
、
B
平
城
宮
式
が
長
岡
宮
式
よ
り
多
い
タ
イ
プ
、
C
長
岡
宮
式
が
過
半
の
タ
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

プ
、
三
タ
イ
プ
に
時
代
順
に
排
列
す
る
。
朝
堂
院
と
朝
堂
院
西
方
域
は
A
、
第
二
次
内
裏
・
周
辺
部
と
左
右
京
三
条
一
坊
一
・
二
・
七
・
八
・

九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
（
図
－
に
点
線
で
示
し
た
左
右
京
三
条
一
坊
の
北
半
部
。
以
下
、
宮
城
南
面
地
区
と
称
す
）
は
B
、
第
二
次
内
裏
南
方
域
南

部
（
二
条
大
路
以
北
）
は
C
に
あ
た
る
。
後
期
造
営
で
は
、
第
二
次
内
裏
造
営
と
共
に
、
第
二
次
内
裏
南
方
域
・
宮
城
南
面
地
区
が
平
城
宮
・

長
岡
宮
式
軒
瓦
を
使
用
し
て
改
造
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
山
中
は
、
図
3
に
示
し
た
諸
遺
構
の
状
況
も
考
慮
し
、
後
期
造
営
の
内
容
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
。

　
1
　
宮
域
が
二
町
南
方
に
拡
張
し
、
宮
城
南
面
地
区
が
宮
域
化
す
る
。

　
2
　
右
京
三
条
一
斗
一
・
二
町
域
検
出
の
礎
石
建
物
○
と
Q
は
、
各
々
［
朝
集
堂
相
当
建
物
］
、
［
兵
部
省
（
ま
た
は
式
部
省
）
相
当
建
物
］

　
　
で
あ
る
。

　
3
　
宮
域
と
右
京
三
条
一
尉
八
町
の
間
の
二
条
大
路
路
面
上
に
は
、
門
状
遺
構
R
・
礎
石
建
物
S
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
前
期

　
　
造
営
で
朝
堂
院
西
方
域
に
存
し
た
施
設
塾
［
平
安
宮
豊
楽
院
相
当
施
設
］
を
南
方
に
拡
張
し
、
威
儀
を
整
え
た
も
の
で
あ
る
。

　
4
　
左
京
三
条
一
輪
八
町
域
に
は
、
第
二
次
内
裏
西
面
築
地
廻
廊
の
延
長
線
上
に
、
築
地
丁
（
国
史
跡
）
が
西
側
の
施
設
群
と
の
境
界
に
構

　
　
築
さ
れ
る
。
築
地
T
は
、
延
暦
入
年
に
初
見
す
る
［
南
院
（
南
園
）
］
の
西
面
築
地
で
あ
る
。

　
以
上
を
模
式
図
化
す
る
と
図
4
の
よ
う
に
な
る
。
前
期
段
階
の
長
岡
富
は
、
朝
堂
院
が
二
条
大
路
に
接
す
る
特
殊
な
構
成
を
と
っ
て
い
た
。

後
期
造
営
に
よ
る
凍
露
拡
張
は
、
こ
の
問
題
を
解
消
し
、
朝
堂
院
南
部
に
は
、
平
城
宮
同
様
、
朝
集
堂
・
兵
部
省
等
が
配
置
さ
れ
た
。
ま
た
、

朝
堂
院
東
西
の
空
閑
地
に
薪
た
に
［
二
院
（
僧
園
）
］
・
［
豊
楽
院
相
当
施
設
］
が
建
造
さ
れ
た
。
以
上
が
、
山
中
の
構
想
で
あ
る
。

　
右
の
山
中
の
所
論
は
、
平
城
宮
・
平
安
宮
と
対
比
し
て
、
長
岡
宮
の
変
遷
を
周
辺
部
も
含
め
包
括
的
に
把
握
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、

12　（792）



神泉苑の誕生（吉野）
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　　図4　長岡京後期の宮城南部・宮城南面地区（山中章説）

※奈良文化財研究所編f日中古代都城図録』（2002年）を参照し作図

氏
は
、
前
掲
延
暦
十
四
年
官
符
は
捨
象
し
て
い
る
が
、
「
南
園
」

の
位
置
に
関
し
て
も
、
結
果
的
に
私
見
と
類
似
す
る
案
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
、
子
細
に
検
討
す
る
と
、
重
大
な
点
で
再
検
討
の

余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
以
下
、
氏
説
と
対
置
す
る
形
で
自
説

を
開
陳
し
た
い
。

　
ま
ず
、
宮
域
南
方
二
町
拡
張
説
の
当
否
に
つ
い
て
。
後
期
造
営

に
お
い
て
、
宮
城
南
面
地
区
の
官
衙
域
と
し
て
の
開
発
が
進
行
し
、

相
対
的
に
宮
域
に
性
格
が
接
近
し
た
点
は
認
め
て
よ
い
。
特
に
、

右
京
部
分
の
二
条
大
路
路
面
上
で
検
出
さ
れ
た
門
状
遺
構
R
・
礎

石
建
物
S
は
、
右
京
三
条
一
坊
域
へ
の
拡
張
を
示
す
有
力
な
根
拠

　
　
　
⑤

と
い
え
る
。
し
か
し
、
左
京
部
分
に
関
し
て
は
、
か
か
る
遺
構
は

未
検
出
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
三
条
一
坊
八
町
域
を
分
断
す
る
築

地
T
は
、
二
条
大
路
を
横
断
し
第
二
次
内
裏
西
面
築
地
廻
廊
に
連

続
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
さ
り
と
て
築
地
T
以
東
の
宮
域
化
を

証
す
る
材
料
に
は
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
前
掲
延
暦
十
四
年
官
符
の
対
象
地
の
内
、

左
京
三
条
一
坊
八
・
九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
の
五
町
が
宮
城
南

面
地
区
に
含
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
官
符
が
条
坊
制
に
よ
っ
て
対

象
地
を
表
記
（
○
条
○
坊
○
町
）
し
た
こ
と
、
そ
れ
自
体
か
ら
対
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⑥

測
地
が
平
安
遷
都
前
に
京
域
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
廃
都
後
の
土
地
処
分
史
料
全
般
を
概
観
し
て
も
、
旧
宮
域
と
旧
京

域
を
混
同
す
る
事
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
総
合
す
る
と
、
私
は
、
宮
域
南
方
二
町
拡
張
説
を
全
面
的
に
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
、

築
地
T
以
東
（
七
・
八
町
東
部
と
九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
）
は
京
域
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　
次
に
「
南
窓
」
と
「
南
院
」
の
関
係
に
つ
い
て
。
「
亭
亭
（
南
園
）
」
と
い
う
表
現
か
ら
見
て
、
山
中
は
、
両
者
を
同
一
施
設
の
別
称
と
解
し

　
　
　
　
　
　
　
⑦

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
南
院
」
は
、
「
南
園
」
よ
り
三
年
早
い
延
暦
八
年
正
月
（
史
料
②
）
に
史
料
上
に
初
見
し
、
三
月
三
日
節
会

で
は
な
く
、
正
月
七
日
白
馬
節
会
（
史
料
②
③
）
、
正
月
十
七
日
大
射
（
史
料
⑤
）
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
冠
字
「
南
」
の
一
致
の
み
を
根
拠
に
、

両
者
を
同
一
施
設
と
見
る
の
は
無
理
が
あ
る
。

　
ま
た
、
「
南
院
」
の
場
合
、
天
皇
の
内
裏
か
ら
の
移
動
表
現
に
、
「
御
」
（
史
料
③
）
・
「
幸
」
（
史
料
⑤
）
両
方
の
表
記
が
見
え
る
。
一
般
に
は
、

宮
内
へ
の
移
動
は
「
御
」
、
宮
外
へ
は
「
幸
」
と
区
別
す
る
。
例
え
ば
、
「
御
」
を
使
う
「
嶋
院
」
（
史
料
①
）
の
位
置
は
宮
内
、
「
幸
」
を
使
う

「
南
園
」
（
史
料
⑥
）
は
宮
外
と
な
る
。
た
だ
し
、
中
間
的
施
設
（
宮
外
の
宮
内
に
準
ず
る
施
設
、
宮
内
で
も
内
裏
と
別
区
に
あ
る
独
立
性
の
高
い
施
設

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

な
ど
）
に
関
し
て
は
、
混
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
二
日
本
紀
』
は
、
平
城
宮
に
北
接
す
る
松
林
苑
、
平
城
宮
内
東
張
り
出
し
部

の
東
員
に
関
し
て
、
「
御
」
を
通
用
す
る
中
に
各
々
一
例
「
幸
」
を
用
い
て
い
る
。
「
南
院
」
・
「
南
園
」
の
場
合
、
事
例
数
が
少
な
く
確
言
は
困

難
だ
が
、
こ
の
点
か
ら
も
、
「
南
院
」
と
「
南
園
」
は
別
の
施
設
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　
で
は
、
「
南
院
」
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
「
南
」
を
、
第
一
次
・
第
二
次
内
裏
か
ら
の
方
位
と
仮
定
し
た
場
合
、
a
二
条
大
路
以
南
の
京

域
（
築
地
T
以
東
の
宮
城
南
面
地
区
は
除
く
）
、
b
第
二
次
内
裏
南
方
地
区
（
二
条
大
路
以
北
）
に
比
定
す
る
案
、
あ
る
い
は
、
c
「
車
垣
」
を
朝
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

院
の
別
称
と
見
る
案
、
d
［
豊
楽
院
相
当
施
設
］
を
「
南
院
」
と
見
る
案
、
以
上
隠
事
が
想
定
で
き
る
と
思
う
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
、
a

案
・
b
案
に
対
応
す
る
遺
構
の
検
出
事
例
は
な
い
。
特
に
、
内
裏
と
南
接
す
る
施
設
へ
の
移
動
を
「
幸
」
と
記
す
と
は
考
え
に
く
く
b
案
は
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

達
し
難
い
。
長
岡
京
太
政
宮
厨
家
が
、
宮
城
の
南
東
、
左
京
三
条
二
坊
八
町
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
第
二
次
内
裏
南
方
地
区
（
二
条

大
路
以
北
）
に
は
、
平
安
宮
同
様
、
太
政
官
曹
司
な
ど
曹
司
群
を
比
定
す
べ
き
で
あ
る
。
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神泉苑の誕生（吉野）

　
～
方
、
c
案
・
d
案
に
は
、
「
南
院
」
を
利
用
し
た
正
月
七
日
節
会
（
史
料
②
③
）
、
正
月
十
七
日
大
高
（
史
料
⑤
）
が
、
平
城
京
期
に
は
朝
堂

院
、
平
安
初
期
に
は
豊
楽
院
を
漁
場
と
す
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
根
拠
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
両
案
が
有
力
と
考
え
る
が
、
両
案
間
の
優
劣

の
判
断
は
難
し
い
。

　
ま
ず
、
前
述
し
た
出
御
表
現
「
幸
」
「
御
」
の
併
用
は
、
第
二
次
内
裏
南
西
に
接
す
る
こ
と
に
な
る
。
案
よ
り
も
、
相
対
的
に
離
れ
た
位
置

と
な
る
d
案
に
有
利
な
材
料
と
い
え
る
。
～
例
と
は
い
え
、
『
日
本
後
期
』
・
逸
文
に
お
い
て
、
平
安
宮
内
の
豊
楽
院
へ
の
天
皇
出
御
を
「
幸
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
七
日
）

と
表
記
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
（
『
類
聚
国
史
』
〈
巻
七
十
二
歳
時
三
射
礼
〉
天
長
七
年
〈
八
三
〇
〉
正
月
中
興
条
）
も
補
強
材
料
と
な
る
。
ま
た
、
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
三
日
）

岡
宮
朝
堂
院
に
関
し
て
は
、
「
太
政
官
院
」
（
隅
続
日
本
紀
聞
延
暦
四
年
八
月
乙
酉
条
）
、
「
朝
堂
院
」
（
『
類
聚
国
史
撫
〈
巻
百
九
十
風
俗
俘
囚
〉
延
暦
十
一

　
　
　
　
（
三
日
）

年
十
一
月
甲
寅
条
）
の
二
呼
称
が
見
え
る
の
で
、
c
案
を
と
る
場
合
、
呼
称
の
使
い
分
け
に
関
す
る
説
明
も
必
要
と
な
る
。

　
た
だ
し
、
d
案
も
、
現
段
階
で
は
、
［
豊
楽
院
相
当
施
設
］
関
連
遺
構
が
南
門
と
｝
部
殿
舎
の
み
で
、
正
殿
・
朝
堂
が
未
検
出
で
あ
る
以
上
、

仮
説
の
域
を
出
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
下
院
」
の
配
置
に
関
し
て
は
、
両
案
を
併
記
し
後
考
を
期
し
た
い
と
思
う
。

　
以
上
、
後
期
造
営
時
に
お
け
る
長
岡
宮
・
宮
城
南
面
地
区
の
諸
施
設
の
配
置
に
関
し
て
考
察
し
た
が
、
最
後
に
前
期
造
営
段
階
の
状
況
に
つ

い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
現
状
で
は
、
前
期
の
発
掘
事
例
に
関
し
て
は
、
大
極
殿
・
朝
堂
院
関
係
を
除
き
遺
構
の
性
格
が
明
瞭
な
も
の
は
少
な
い
。
し
か
し
、
左
京
三

条
一
翼
二
町
で
は
、
外
郭
北
面
築
垣
（
図
3
－
K
）
塁
審
か
ら
「
春
宮
」
と
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
（
財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化

財
セ
ン
タ
ー
は
、
早
良
親
王
春
宮
坊
に
関
す
る
遺
構
と
判
断
し
、
延
暦
四
年
の
早
良
廃
太
子
後
、
築
垣
が
壊
さ
れ
遺
構
面
が
再
造
成
さ
れ
た
と

　
　
　
⑪

推
測
す
る
。
遺
構
・
遺
物
が
少
な
く
検
討
の
余
地
を
残
す
が
一
定
の
蓋
然
性
を
有
す
推
論
で
あ
る
。

　
長
岡
京
期
の
東
宮
に
関
し
て
は
、
こ
れ
と
別
に
、
延
暦
四
年
十
一
月
目
早
良
に
か
わ
り
立
太
子
し
た
安
殿
親
王
の
春
宮
坊
に
関
す
る
大
量
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

木
簡
・
墨
書
土
器
が
、
第
二
次
内
裏
北
東
の
東
～
坊
大
路
西
側
溝
か
ら
出
土
し
て
い
る
。
東
宮
の
位
置
は
、
平
城
京
期
は
宮
内
下
張
り
出
し
部
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

平
安
前
期
は
宮
城
東
部
（
内
裏
東
方
）
の
雅
院
で
ほ
ぼ
確
定
し
て
い
る
。
如
上
の
遺
物
の
出
土
地
か
ら
見
て
、
長
岡
京
後
期
の
安
殿
東
宮
・
春
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東
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一一一@一一一一一一一一一g　mm　1rm　rm　pt　一　一1一一一

南園

大極殿
l　　　l
I　　　I
I　　　l
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l　　　l

西
一
坊
大
路

F二＝芒ヨ干三三li
i

：

三条条聞小路

　　　図5　長岡京後期の宮城南部・宮城南面地区（私案）

※奈良文化財研究所編『日中古代都城図録』（2002年）を参照し作図

宮
坊
は
、
平
安
宮
同
様
、
第
二
次
内
裏
の
東
に
位
置
し
た
と
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

よ
い
。
桓
武
期
の
皇
后
宮
は
内
裏
内
に
あ
る
の
で
、
安
殿
親
王
は

父
母
た
る
桓
武
・
皇
后
藤
原
乙
牟
漏
の
間
近
に
居
住
し
た
こ
と
に

な
る
。
桓
武
は
、
病
弱
な
皇
太
子
の
庇
護
も
意
図
し
、
第
二
次
内

裏
と
安
殿
親
王
東
宮
を
近
接
す
る
地
に
造
営
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
配
置
が
平
安
遷
都
後
も
継
承
さ
れ
、
定
着
し
た
の
で

あ
る
。

　
逆
に
い
え
ば
、
桓
武
と
対
立
的
関
係
に
あ
っ
た
早
良
親
王
の
東

宮
に
関
し
て
は
、
内
裏
か
ら
離
れ
て
占
地
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

平
城
宮
東
宮
の
配
置
を
考
慮
す
る
と
、
一
応
、
宮
内
東
南
の
朝
堂

院
東
地
区
（
第
二
次
内
裏
南
方
域
）
が
第
一
候
補
と
な
る
が
、
長
岡

宮
に
平
城
宮
東
張
り
出
し
部
に
あ
た
る
区
画
が
な
い
こ
と
も
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
平
城
二
期
に
東
区
朝
堂
院
よ
り
東
方
に
占
地

し
た
諸
施
設
の
配
置
は
、
長
岡
遷
都
後
、
一
部
変
更
さ
れ
た
は
ず

で
あ
る
。

　
結
論
を
い
え
ば
、
私
は
、
長
岡
宮
朝
堂
院
東
区
に
は
、
遷
都
当

初
か
ら
政
務
の
機
能
性
維
持
を
意
図
し
て
太
政
官
な
ど
諸
曹
司
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

優
先
的
に
配
置
さ
れ
た
と
考
え
る
。
む
し
ろ
、
早
良
親
王
東
宮
の

比
定
地
と
し
て
は
、
後
期
に
「
南
園
」
が
位
置
し
た
左
京
三
条
一
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坊
八
・
九
・
十
・
十
五
・
十
六
町
の
方
が
、
墨
書
土
器
出
土
地
に
よ
り
近
く
、
蓋
然
性
が
高
い
と
思
う
。
飛
鳥
京
期
の
嶋
宮
以
来
、
東
宮
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

園
池
が
置
か
れ
、
皇
太
子
不
在
期
に
は
天
皇
の
離
宮
と
し
て
使
用
さ
れ
た
。
早
良
親
王
東
宮
の
場
合
、
死
後
に
早
良
が
怨
霊
化
し
た
た
め
、
東

宮
と
し
て
継
続
し
て
使
用
せ
ず
、
「
南
園
」
に
改
造
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
、
本
章
で
は
、
前
章
の
推
論
を
、
発
掘
調
査
結
果
と
照
合
し
て
裏
付
け
た
上
で
、
「
南
園
」
の
前
身
が
早
良
親
王
東
宮
に
あ
た
る
可
能

性
が
高
い
こ
と
を
論
じ
た
。
図
5
は
私
見
を
山
中
章
案
（
前
掲
図
4
）
と
対
比
的
に
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
（
未
確
定
部
分
に
つ
い
て
は
点
線
で
示

し
た
）
。
「
南
園
」
以
西
の
宮
城
南
面
地
区
が
盲
域
化
し
た
と
す
る
と
不
整
形
と
な
る
が
、
旧
早
良
東
宮
域
を
宮
域
化
か
ら
外
し
た
結
果
と
す
れ

ば
説
明
は
つ
く
。
「
南
院
」
の
配
置
は
不
確
定
だ
が
、
長
岡
京
後
期
段
階
で
宮
城
南
部
・
南
面
地
区
に
お
け
る
諸
施
設
の
配
置
が
平
安
京
の
形

状
に
接
近
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
次
章
で
は
、
再
度
文
献
史
学
の
手
法
に
よ
り
、
「
南
園
」
か
ら
「
神
泉
苑
」
へ
の
展
開
を
基
軸
に
、
長
岡
・
平
安
遷
都
の
政
治
・
文
化
史
的

意
義
を
論
じ
て
み
た
い
。

神泉苑の誕生（吉野）

①
　
清
水
み
き
凹
長
岡
京
造
営
論
」
（
開
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
一
〇
、
一
九
八
六
年
）
。

②
た
だ
し
、
第
一
次
内
裏
（
「
西
宮
」
）
比
定
地
は
内
裏
占
地
に
適
し
た
地
勢
で
は

　
な
く
、
現
在
、
内
裏
関
連
遺
構
も
未
検
出
で
あ
る
。
前
掲
一
章
注
⑨
國
下
・
申
塚

　
は
、
こ
れ
を
考
慮
し
、
第
一
次
内
裏
を
宮
城
西
部
に
比
定
す
る
が
、
現
段
階
で
は

　
確
証
に
乏
し
い
。

③
山
中
章
「
長
岡
京
の
諸
段
階
」
（
前
掲
は
じ
め
に
注
⑤
著
啓
、
初
出
一
九
九
六

　
年
）
。
た
だ
し
B
タ
イ
プ
の
轡
型
か
ら
も
難
波
宮
式
軒
瓦
が
出
土
す
る
ケ
ー
ス
は

　
あ
る
（
そ
の
割
合
は
遺
構
に
よ
り
差
異
が
あ
る
）
。

④
山
中
章
「
宮
城
の
改
造
と
門
北
苑
」
の
建
設
」
（
前
掲
は
じ
め
に
注
⑤
著
書
、

　
初
出
一
九
九
二
年
）
。

⑤
た
だ
し
、
右
京
部
分
の
南
方
二
町
拡
張
が
確
定
し
た
と
ま
で
は
言
い
き
れ
な
い
。

　
天
平
期
に
は
、
平
城
京
左
京
二
坊
付
近
の
二
条
大
路
が
封
鎖
さ
れ
、
路
上
に
衛
府

　
関
係
施
設
が
建
造
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

　
「
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
・
三
条
二
戸
発
掘
調
査
報
告
隔
一
九
九
五
年
）
。

⑥
最
近
、
前
掲
一
章
注
⑨
國
下
・
中
塚
は
、
山
中
説
を
否
定
、
長
岡
京
造
営
当
初

　
か
ら
、
宮
城
南
面
地
区
は
宮
域
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
案

　
で
は
、
長
岡
京
左
右
京
三
条
～
坊
は
、
当
初
か
ら
入
町
規
模
で
九
一
十
六
町
は
な

　
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
延
贋
十
四
年
宮
符
に
鑑
み
る
に
、
山
中
案
以
上
に
無
理
が

　
あ
る
。
あ
え
て
、
私
見
と
の
両
立
を
試
み
る
場
合
、
後
期
段
階
で
南
園
の
区
画
が

　
宮
域
か
ら
外
さ
れ
た
と
解
す
る
し
か
な
い
が
、
現
状
で
は
根
拠
に
乏
し
い
。

⑦
「
南
園
㍗
州
南
舘
」
の
位
置
を
第
二
次
内
裏
の
南
方
と
す
る
説
は
、
山
中
以
前

　
の
研
究
（
前
掲
一
章
注
②
な
ど
）
に
も
見
え
る
（
た
だ
し
、
前
掲
山
申
一
脚
注
③

　
発
表
以
前
の
条
坊
プ
ラ
ン
で
は
、
二
条
大
路
を
二
町
南
に
想
定
し
て
い
た
の
で
、

　
「
南
園
扁
「
皇
院
」
の
位
置
は
宮
内
と
さ
れ
て
い
た
）
。
な
お
、
山
中
は
遺
稿
で
は
、
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長
岡
京
左
京
二
条
画
然
五
・
六
・
十
一
・
十
二
町
の
離
宮
跡
（
図
1
－
D
）
の
候

　
補
と
し
て
、
門
洗
鯉
院
」
「
山
桃
院
」
と
共
に
「
南
院
扁
を
挙
げ
て
い
る
。
（
財
）

　
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
噸
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
轡
臨
五
六
（
二

　
〇
〇
三
年
）
参
照
。

⑧
岸
俊
男
「
難
波
宮
の
系
譜
扁
（
噸
日
本
古
代
露
都
の
研
究
』
岩
波
書
店
、
一
九
八

　
八
年
、
初
出
一
九
七
七
年
）
。

⑨
今
泉
隆
雄
「
平
城
宮
大
極
殿
朝
堂
考
」
、
同
「
平
城
富
大
極
殿
朝
堂
再
論
」

　
（
空
血
五
宮
都
の
研
究
臨
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
二
年
、
初
出
一
九
八
○
年
、
一

　
九
八
九
年
）
。
平
城
宮
に
は
、
申
央
区
・
東
区
に
二
つ
の
大
極
殿
・
朝
堂
院
域
が

　
併
存
し
た
が
、
儀
式
の
中
枢
空
問
と
し
て
の
大
極
殿
は
、
奈
良
前
期
の
中
央
区
か

　
ら
後
期
に
は
東
区
に
移
動
し
た
。
恭
意
訳
に
移
転
さ
れ
た
中
央
区
大
極
殿
跡
地
に

　
は
、
称
徳
期
に
「
西
宮
」
が
建
造
さ
れ
た
が
、
そ
の
南
に
は
前
期
以
来
の
四
朝
堂

　
が
存
続
し
た
。
今
泉
は
、
平
安
宮
豊
楽
院
が
、
大
極
殿
・
朝
堂
院
の
西
に
位
遣
し

　
四
朝
堂
形
式
を
と
る
点
に
注
目
、
奈
良
後
期
の
平
城
宮
中
央
区
朝
堂
院
の
形
態
を

　
継
承
し
た
と
推
測
す
る
。
そ
の
上
で
、
長
岡
京
門
望
潮
」
を
利
用
し
た
正
月
七
目

　
節
会
、
十
七
日
大
射
が
、
各
々
弘
仁
四
年
、
弘
仁
六
年
以
後
、
豊
楽
院
に
儀
場
が

　
固
定
化
さ
れ
る
点
に
注
目
、
平
城
宮
中
央
区
朝
堂
院
、
平
安
　
宮
豊
楽
院
に
稲
当

　
す
る
施
設
と
し
て
、
「
南
院
」
が
朝
堂
院
の
西
に
位
置
し
た
と
推
定
し
た
。

　
　
こ
れ
に
対
し
、
橋
本
義
則
「
平
安
宮
草
創
期
の
豊
楽
院
」
（
前
掲
は
じ
め
に
注

　
⑤
著
轡
、
初
出
一
九
八
四
年
）
は
、
a
豊
楽
院
創
建
時
の
主
要
機
能
は
、
「
蕃
客
」

　
来
朝
・
大
嘗
豊
明
節
会
等
の
国
家
的
饗
宴
で
、
正
月
三
節
・
大
豊
・
薪
嘗
会
等
の

　
利
用
は
副
次
的
で
あ
る
こ
と
、
b
「
南
院
」
成
立
後
に
蝦
爽
・
俘
囚
へ
の
饗
応
が

　
朝
堂
院
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
（
『
類
聚
国
史
隔
〈
巻
百
九
十
風
俗
俘
囚
〉
延
暦
十

　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

　
～
年
十
一
月
甲
寅
条
）
、
c
『
日
本
後
紀
睡
に
見
え
る
豊
楽
院
へ
の
天
皇
繊
御
表

　
現
が
一
例
を
除
き
門
御
」
で
統
一
性
が
高
い
こ
と
、
d
豊
楽
院
造
営
に
は
、
贋
南

　
院
」
と
異
な
り
十
年
以
上
の
工
期
を
要
し
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
今
泉
説
を
疑

　
問
視
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
私
は
、
な
お
今
泉
説
が
成
立
す
る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
る
。

　
橋
本
は
、
平
城
京
期
の
儀
礼
を
、
天
皇
が
大
極
殿
に
出
御
す
る
大
極
殿
出
御
型
、

大
極
殿
閤
門
に
出
御
す
る
閤
門
出
御
型
の
二
種
に
類
型
化
す
る
。
前
者
は
、
元
日

朝
賀
・
即
位
儀
・
受
蕃
国
使
等
な
ど
国
家
的
性
格
の
強
い
儀
式
、
後
者
は
正
月
三

節
な
ど
饗
宴
に
主
眼
を
罎
く
儀
式
が
相
当
し
、
平
安
京
期
に
は
、
天
皇
が
大
極
殿

に
出
御
す
る
朝
堂
院
型
、
豊
楽
院
に
出
御
す
る
豊
楽
院
主
の
二
類
型
に
変
形
し
て

継
承
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
橋
本
の
類
型
論
は
、
儀
式
が
大
極
殿
…
朝
堂
院
を
逃
場
と
し
た
場
合

の
類
別
で
あ
り
、
同
様
の
機
能
を
有
す
他
の
施
設
の
存
在
を
否
定
し
得
る
も
の
で

は
な
い
。
実
際
、
橋
本
が
閤
門
出
御
型
と
し
た
儀
式
は
、
平
城
京
期
「
東
院
」
・

「
楊
梅
富
」
・
内
裏
な
ど
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
平
城
京
後
期
の

中
央
区
朝
堂
院
が
か
か
る
臨
時
の
饗
宴
施
設
と
し
て
利
用
さ
れ
、
そ
の
機
能
が
長

岡
京
「
南
院
」
、
平
安
宮
豊
楽
院
に
継
承
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
豊
楽
院
成
立

の
画
期
性
を
認
め
た
上
で
、
長
隅
濁
音
に
お
け
る
朝
堂
院
と
門
南
院
」
の
並
存
を

認
め
、
移
行
期
の
状
況
と
し
て
把
握
し
得
る
の
で
は
な
い
か
（
な
お
、
「
南
院
」

へ
の
出
御
表
現
の
用
例
は
「
御
扁
「
幸
」
各
～
例
な
の
で
、
橋
本
の
疑
問
。
は
あ

た
ら
な
い
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
日
〉

　
な
お
、
『
虚
日
本
紀
』
天
平
勝
宝
三
年
（
七
五
一
）
七
月
丁
亥
条
（
大
臣
以
下

論
理
勢
上
を
賜
宴
し
た
七
月
者
饗
）
、
天
平
華
元
年
（
七
五
七
）
七

月
戊
午
条

　
　
　
　
　
（
諸
司
官
入
・
京
畿
内
百
姓
村
長
以
上
を
召
し
、
橘
奈
良
麻
呂
変
後

の
処
分
を
布
告
）
に
見
え
る
「
慈
童
」
は
、
門
太
政
宮
院
」
と
呼
称
さ
れ
る
東
区

朝
堂
院
と
は
別
個
の
施
設
で
、
中
央
区
朝
堂
院
を
指
す
可
能
性
が
高
い
（
渡
辺
晃

宏
『
日
本
古
代
宮
都
の
官
衙
配
置
の
研
究
輪
〈
二
〇
〇
三
年
〉
、
岩
波
書
店
『
続
日

本
雷
門
天
平
勝
宝
三
年
七
月
丁
亥
条
脚
注
）
。
さ
す
れ
ば
、
長
岡
京
「
南
院
漏
は
、

平
城
後
半
期
の
中
央
区
朝
堂
院
の
呼
称
を
継
承
し
た
こ
と
に
な
り
今
泉
説
の
補
強

材
料
と
な
る
。
こ
の
点
は
、
現
在
進
行
中
の
平
城
宮
中
央
区
朝
堂
院
の
調
査
の
結

果
を
受
け
、
今
後
検
討
を
深
め
た
い
。
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⑳
前
掲
一
章
今
泉
注
⑤
参
照
。
太
政
官
厨
家
は
、
平
城
後
期
は
左
京
三
条
二
坊
一

　
町
、
平
安
京
期
は
左
京
一
条
二
無
智
町
と
一
貫
し
て
宮
城
東
部
に
位
置
す
る
。
な

　
お
、
西
本
昌
弘
「
古
代
国
家
の
政
務
と
儀
式
偏
（
欄
田
本
史
講
座
2
』
東
京
大
学
出

　
三
会
、
二
〇
〇
四
年
）
は
、
平
城
宮
太
政
官
曹
鷲
・
弁
官
曹
司
の
位
置
を
平
安
宮

　
と
ほ
ぼ
同
じ
と
推
定
し
た
上
で
、
長
岡
京
太
政
官
厨
家
出
土
墨
書
止
器
か
ら
、
長

　
岡
京
後
期
造
営
段
階
で
内
裏
近
辺
に
外
記
庁
・
侍
従
所
が
成
立
し
た
と
推
測
す
る
。

⑪
向
日
市
教
育
委
員
会
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
隔
一
三
（
｝
九
八
瞬

　
年
）
。
な
お
、
西
本
畠
弘
門
藤
原
種
継
事
件
の
再
検
討
」
（
『
歴
史
科
学
』
｛
六
五
、

　
二
〇
〇
一
年
目
は
、
東
宮
・
春
宮
坊
本
体
が
宮
外
に
存
す
る
の
は
不
自
然
と
し
、

　
墨
書
土
器
出
土
地
に
は
春
宮
坊
の
出
先
機
関
が
存
し
た
と
す
る
。
一
案
だ
が
、
長

　
岡
遷
都
直
後
、
諸
施
設
配
置
が
流
動
的
と
な
り
、
一
時
的
に
東
宮
・
春
宮
坊
が
宮

　
外
に
配
さ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
と
思
う
。

⑫
（
財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
…
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
㎞

　
六
二
第
2
分
冊
（
二
〇
〇
四
年
）
。
な
お
出
土
木
簡
の
年
紀
は
延
暦
九
年
が
最
古

　
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
出
土
遺
物
を
廃
簗
し
た
安
殿
東
宮
・
春
宮
坊
の
造
営
時

　
期
は
、
延
暦
四
年
の
安
殿
立
太
子
よ
り
遅
れ
、
第
二
次
内
裏
造
営
と
ほ
ぼ
期
を
一

　
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

⑬
山
下
克
明
「
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
『
東
宮
㎞
と
そ
の
所
在
地
に
つ
い
て
」

　
（
『
古
代
文
化
丁
田
三
一
＝
｝
、
一
九
八
一
年
）
。

⑭
橋
本
義
則
門
長
岡
宮
内
裏
考
」
（
前
掲
は
じ
め
に
注
⑤
著
書
、
初
出
皿
九
九
二

　
年
）
。

⑮
後
期
造
営
時
に
朝
堂
院
の
南
方
に
兵
部
省
・
式
部
省
曹
司
が
建
造
さ
れ
た
と
す

　
る
山
中
の
推
論
を
是
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
曹
司
も
前
期
に
は
朝
堂
院
東
方
域
に

　
存
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

⑱
小
澤
毅
［
小
船
田
宮
・
飛
鳥
宮
・
嶋
｛
邑
、
同
「
宮
城
の
内
側
扁
（
噸
日
本
古
代

　
宮
都
構
造
の
研
究
駈
青
木
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
初
出
～
九
九
五
年
、
一
九
九
六

　
年
）
。

三
章
　
平
安
遷
都
と
神
泉
苑

　
本
章
で
は
、
神
泉
苑
の
成
立
を
、

意
味
に
つ
い
て
論
究
を
試
み
る
。

平
安
遷
都
後
の
儀
礼
空
間
の
形
成
に
注
目
し
て
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
、
生
内
に
禁
苑
が
占
地
す
る
こ
と
の

神泉苑の誕生（吉野）

一
節
　
平
安
初
期
の
節
会
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
聞
）

神
泉
苑
の
初
見
史
料
は
、
『
日
本
紀
略
』
延
暦
十
九
年
（
八
○
○
）
七
月
乙
卯
条
「
幸
神
泉
」
で
あ
る
。
『
日
本
記
紀
』

～
二
十
二
年
十
二
月
に
わ
た
り
欠
失
し
て
い
る
が
、
噸
類
聚
国
史
隠
『
日
本
三
略
』
所
収
逸
文
等
を
含
め
る
と
、
そ
の
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

二
十
年
に
三
回
、
二
十
一
年
に
十
回
、
二
十
二
年
に
七
圓
、
二
十
三
年
に
十
回
の
神
泉
苑
行
幸
が
確
認
で
き
る
。

は
延
暦
十
九
年
正
月

延
暦
十
九
年
に
㏄
回
、
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（
七
日
）

　
延
暦
後
期
に
は
、
豊
楽
院
の
造
営
も
進
行
し
て
い
た
。
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
正
月
壬
子
条
に
は
、
豊
楽
院
未
完
成
を
理
由
に
「
大
極

殿
前
龍
尾
道
上
」
に
「
借
殿
」
を
作
り
、
正
月
七
日
節
会
を
挙
行
し
た
、
と
の
記
事
が
あ
る
。
豊
楽
院
使
用
の
初
見
事
例
は
、
大
同
三
年
（
八

○
八
）
十
一
月
の
平
城
天
皇
大
嘗
会
だ
か
ら
、
創
建
は
延
暦
十
八
年
正
月
～
大
同
三
年
十
一
月
と
な
る
。
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
軒
瓦
な
ど
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

土
遺
物
の
年
代
も
、
神
泉
長
雨
と
豊
楽
院
跡
で
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
神
泉
苑
の
創
建
は
、
初
見
史
料
を
あ
ま
り
遡
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
桓
武
期
、
特
に
利
用
が
本
格
化
す
る
延
暦
二
十
一
年
ま
で
は
整
備
が
継
続
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
神
泉
苑
の
利
用
形
態
は
、
恒
例
儀
式
（
年
中
行
事
）
と
臨
時
の
行
幸
（
曲
宴
）
の
二
種
に
区
分
で
き
る
。
し
か
し
、
三
月
三
日
節
会
（
三
例
）

と
大
原
野
遊
猟
後
の
饗
宴
（
～
例
）
の
み
に
利
用
さ
れ
た
長
岡
京
三
園
と
比
べ
る
と
、
内
実
は
多
様
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
制
度
史
的
追
究
の

容
易
な
恒
例
行
事
、
特
に
節
会
を
中
心
に
、
南
園
と
神
泉
苑
の
歴
史
的
性
格
を
考
察
す
る
が
、
ま
ず
、
考
察
の
前
提
と
し
て
、
平
安
初
期
の
節

会
欄
の
変
遷
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
律
令
節
会
制
は
、
雑
令
諸
節
日
量
「
凡
正
月
一
日
、
七
日
、
十
六
日
、
三
月
三
日
、
五
月
五
日
、
七
月
七
日
、
十
一
月
大
嘗
日
、
皆
為
節
日
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

其
普
賜
、
臨
時
聴
勅
。
」
規
定
の
節
日
制
を
前
提
と
し
、
八
世
紀
後
期
に
国
家
的
儀
礼
と
し
て
確
立
す
る
。
以
後
、
節
会
制
は
、
複
雑
な
変
遷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
日
）

を
経
て
嵯
峨
期
に
再
編
さ
れ
る
。
二
面
『
類
聚
国
史
』
（
巻
七
＋
四
歳
時
五
九
月
九
日
）
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
三
月
辛
亥
条
は
、
そ
の
経
緯
を
記

す
基
本
史
料
で
あ
る
。

　
　
右
大
臣
従
二
位
兼
行
皇
太
弟
傅
藤
原
朝
臣
園
人
奏
。
去
大
同
二
年
停
正
月
二
節
、
迄
予
三
年
又
廃
三
月
節
。
大
概
為
省
零
墨
。
今
正
月
二
節
影
干
旧
例
、

　
　
　
九
月
節
准
三
月
。
去
弘
仁
三
年
已
来
、
更
加
花
宴
。
准
之
延
暦
、
花
宴
濁
鯨
、
驚
愕
大
同
、
四
節
書
起
。
善
果
早
戸
、
庫
貯
馨
乏
。
伏
望
、
九
日
者
、

　
　
　
不
入
節
会
之
例
。
須
臨
時
認
定
堪
文
藻
者
下
知
所
司
。
庶
絶
他
入
之
望
、
尊
大
蔵
之
損
。
又
奏
。
（
中
略
）
。
許
之
。

藤
原
園
人
が
、
九
月
九
日
節
会
を
少
数
の
文
人
に
よ
る
詩
宴
に
変
更
す
る
旨
提
案
、
嵯
峨
が
許
可
し
た
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
。
園
人
は
、
奏
上

の
前
半
で
、
延
暦
期
以
来
の
正
月
七
日
・
正
月
十
六
日
・
三
月
三
日
・
九
月
九
日
の
四
節
会
、
花
軍
の
沿
革
を
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
若
干
難

解
な
部
分
が
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
他
の
史
料
か
ら
、
四
節
会
の
沿
革
に
関
す
る
情
報
を
整
理
し
て
み
た
い
。
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神泉苑の誕生（吉野）

　
（
1
）
　
正
月
七
日
・
十
六
日
節
会

　
大
同
二
年
十
～
月
、
二
節
は
停
止
さ
れ
る
。
大
同
四
年
に
再
開
さ
れ
た
が
、
諸
国
に
よ
る
節
会
饗
宴
用
の
珍
味
献
上
は
禁
止
さ
れ
た
（
『
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
〇
日
）

本
皇
紀
聴
大
同
四
年
正
月
雌
蕊
条
）
。
し
か
し
、
弘
仁
二
年
以
後
の
史
料
に
は
、
か
か
る
措
置
は
見
え
ず
、
蕃
客
来
朝
時
に
は
、
蕃
客
も
招
さ
れ

て
い
る
。
弘
仁
二
年
以
後
、
延
暦
期
の
方
式
に
圓
帰
し
た
ら
し
い
。

　
（
2
）
　
三
月
三
日
節
会

　
大
同
三
年
二
月
、
桓
武
・
贈
皇
太
后
藤
原
乙
牟
漏
死
去
の
月
に
あ
た
る
と
し
て
停
止
さ
れ
る
（
難
聚
国
史
』
〈
巻
七
士
二
歳
時
四
三
月
三
日
〉
大

　
　
　
　
（
二
九
日
）

同
三
年
二
月
辛
華
年
）
。
以
後
、
逸
文
も
含
め
六
国
史
か
ら
、
挙
行
記
事
は
消
滅
す
る
。
『
延
喜
式
』
や
弘
仁
・
貞
観
期
の
儀
式
書
に
も
関
連
規

定
は
な
い
。

　
（
3
）
　
九
月
九
日
節
会

　
天
武
忌
露
に
あ
た
る
こ
と
か
ら
、
前
掲
節
日
条
規
定
か
ら
外
さ
れ
た
。
延
暦
十
年
三
月
の
国
忌
省
除
に
よ
る
天
武
国
忌
廃
止
を
受
け
、
延
暦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

中
期
に
は
一
時
実
施
さ
れ
た
が
、
末
期
に
は
再
度
停
止
さ
れ
る
。
し
か
し
、
大
同
二
年
九
月
九
日
、
神
泉
苑
に
行
幸
し
た
平
城
は
、
正
月
十
七

日
大
射
を
こ
の
日
に
変
更
し
て
実
施
、
親
王
以
下
文
人
以
上
に
賜
宴
・
賜
濾
し
た
（
覆
聚
国
史
聴
〈
巻
三
十
一
天
皇
巡
行
〉
同
日
条
）
。
大
同
四
年

九
月
に
も
同
様
の
記
事
が
見
え
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
節
会
で
は
な
く
大
卒
付
属
行
事
の
扱
い
だ
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
、
嵯
峨
は
、
弘
仁
二
年
、

平
射
の
日
程
を
正
月
十
七
日
に
戻
し
て
挙
行
、
同
九
月
九
日
に
は
、
「
前
殿
」
で
「
曲
宴
」
し
文
人
・
官
人
に
賦
詩
さ
せ
た
。
翌
三
年
九
月
九

日
置
は
、
神
泉
苑
に
「
侍
従
已
上
」
を
「
宴
」
し
、
文
目
に
童
詩
を
命
じ
、
「
五
位
已
上
及
文
人
」
に
賜
禄
を
行
っ
て
い
る
。
同
様
の
記
事
は

弘
仁
四
年
に
も
見
え
る
の
で
、
本
節
会
は
、
弘
仁
二
年
の
「
繭
宴
」
を
経
て
、
弘
仁
三
年
に
定
例
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
以
上
を
踏
ま
え
、
前
掲
『
類
聚
国
史
』
弘
仁
五
年
三
月
辛
亥
条
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
問
題
は
、
大
同
四
～
弘
仁
五
年
に
お
け
る
三
月
三
日
節
会
の
挙
行
の
有
無
で
あ
る
。
多
く
の
先
行
研
究
は
、
前
述
の
挙
行
記
事
消
滅
を
根
拠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
し
て
、
大
同
三
年
以
後
、
三
月
三
日
節
会
は
廃
絶
し
た
と
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
条
は
「
今
正
月
二
節
復
干
旧
例
、
九
月
節
准
三
月
。
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去
弘
仁
三
年
已
来
、
更
加
島
宴
。
准
之
延
暦
、
花
町
猫
鯨
、
比
之
大
同
、
四
節
更
起
。
」
と
、
弘
仁
五
年
三
月
四
日
現
在
、
大
同
期
と
比
べ

「
四
節
」
が
増
え
た
（
「
更
起
」
）
と
述
べ
て
い
る
。
「
四
節
」
に
正
月
二
節
会
・
九
月
九
日
節
会
に
加
え
、
三
月
三
日
節
会
が
含
ま
れ
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
九
月
節
准
三
月
」
の
部
分
は
、
大
同
四
年
～
弘
仁
三
年
（
恐
ら
く
弘
仁
二
年
か
三
年
）
に
三
月
三
日
節
会
が

復
活
し
、
そ
の
三
月
三
日
節
会
に
準
拠
す
る
方
式
で
弘
仁
三
年
に
九
月
九
日
節
会
を
定
例
化
し
た
、
と
述
べ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
結
果
、
弘
仁
五
年
段
階
の
節
会
数
は
、
最
小
時
の
大
同
三
年
時
と
比
較
し
て
四
つ
増
加
し
、
延
暦
中
期
（
延
暦
十
年
以
後
）
の
状
況
に
回
帰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
二
翔
）

し
た
。
加
え
て
、
本
条
、
及
び
噸
日
本
後
置
』
弘
仁
三
年
二
月
堂
丑
条
「
幸
神
泉
苑
、
覧
花
樹
。
命
文
人
島
民
。
賜
綿
有
学
。
花
鳥
之
節
、

始
於
此
ム
矢
。
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、
弘
仁
三
年
に
心
事
を
伴
う
詩
宴
「
花
宴
」
が
成
立
し
た
。
弘
仁
五
年
制
は
、
九
月
九
日
節
会
を
節
会
か
ら

外
し
、
賜
禄
に
よ
る
財
政
負
担
の
抑
綱
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
弘
仁
八
年
以
後
、
九
月
九
日
節
会
は
、
弘
仁
三
・
四
年
と
同
様
の
方
式
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
『
類
聚
国
史
』
（
巻
七
＋
四
歳
時
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
日
）

九
月
九
日
）
弘
仁
七
年
九
月
辛
未
条
に
「
停
九
日
節
、
以
聖
恩
不
平
也
。
」
と
「
九
日
節
」
と
の
表
記
が
見
え
る
点
も
加
昧
す
る
と
、
弘
仁
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

制
は
、
丁
二
年
間
で
撤
回
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
無
条
件
に
復
活
し
た
の
で
は
な
く
、
花
宴
と
日
程
が
近
接
す
る
三
月
三
日
節

会
を
か
わ
り
に
廃
し
た
の
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
推
測
す
れ
ば
、
前
述
し
た
三
月
三
日
節
会
関
連
史
料
の
状
況
と
『
類
聚
国
史
』
弘
仁
五
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

三
月
辛
亥
条
を
整
合
的
に
理
解
で
き
る
。
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二
節
　
文
章
経
国
の
空
間

　
『
類
聚
国
史
』
弘
仁
五
年
三
月
辛
亥
条
掲
載
の
諸
儀
式
の
内
、
南
園
、
神
泉
苑
を
儀
場
と
す
る
の
は
、
三
月
三
日
、
九
月
九
日
節
会
、
花
宴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
日
）

で
あ
る
。
他
に
は
、
七
月
七
日
相
撲
節
会
が
、
『
類
聚
国
史
』
（
団
七
士
二
歳
時
四
七
月
七
日
）
大
同
二
年
七
月
壬
言
条
「
御
神
泉
苑
、
観
相
撲
。

令
文
人
賦
七
夕
詩
。
後
日
文
人
着
綿
有
差
。
」
を
初
見
と
し
て
、
相
撲
と
七
夕
の
詩
宴
と
し
て
、
神
泉
苑
利
用
が
定
例
化
す
る
。
こ
れ
ら
は
文

人
に
よ
る
詩
宴
を
共
通
の
構
成
要
素
と
し
、
弘
仁
初
期
ま
で
に
神
泉
苑
に
釜
場
が
固
定
す
る
。



神泉苑の誕生（吉野）

　
そ
こ
で
想
起
す
べ
き
は
、
平
安
遷
都
直
前
、
延
暦
ナ
一
～
十
三
年
の
三
月
三
日
節
会
が
、
三
年
連
続
で
長
岡
京
南
鮮
を
儀
場
と
し
た
こ
と
で

あ
る
。
か
か
る
現
象
は
、
奈
良
時
代
に
は
確
認
で
き
ず
、
神
泉
苑
へ
の
詩
宴
固
定
化
の
前
提
を
な
す
も
の
と
予
想
で
き
る
。

　
三
月
三
日
節
は
、
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
元
年
三
月
上
巳
条
「
幸
後
苑
、
曲
水
宴
。
」
に
初
見
し
、
顕
宗
紀
二
・
三
年
に
も
、
三
月
上
巳
に
「
後

苑
」
に
行
幸
、
曲
水
宴
を
行
っ
た
旨
の
記
事
が
残
る
。
こ
れ
ら
は
伝
承
記
事
だ
が
、
三
月
三
日
節
の
古
態
を
反
映
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

し
、
『
日
本
書
紀
』
の
三
月
三
日
節
に
関
す
る
記
事
は
、
他
に
は
持
統
五
年
（
六
九
～
）
三
月
甲
戌
条
「
宴
公
卿
於
西
庁
。
」
の
み
に
止
ま
る
。

し
た
が
っ
て
、
七
世
紀
の
状
況
は
不
詳
だ
が
、
前
掲
雑
令
諸
節
日
条
の
節
日
規
定
は
、
三
月
三
日
節
も
含
め
、
殿
御
原
令
制
に
確
実
に
遡
及
す

⑨
る
。

　
『
続
日
本
紀
』
に
よ
れ
ば
、
長
岡
遷
都
以
前
、
三
月
三
日
節
は
、
内
裏
（
宝
亀
九
年
〈
七
七
八
〉
）
、
ま
た
は
「
鳥
池
塘
」
（
神
亀
五
年
〈
七
二

八
〉
）
・
「
松
林
苑
（
松
林
宮
）
」
（
天
平
元
〈
七
二
九
〉
・
二
年
）
・
「
宮
西
南
薪
造
池
亭
」
（
天
平
宝
字
六
年
〈
七
六
二
〉
）
、
「
西
大
寺
法
院
」
（
神
護
景
雲
元

年
〈
七
六
七
〉
）
・
「
博
多
川
」
（
神
護
景
雲
四
年
）
な
ど
宮
内
外
の
池
庭
・
河
川
を
利
用
し
て
い
る
。
長
岡
遷
都
後
も
、
し
ば
ら
く
は
状
況
は
変
わ

ら
ず
、
延
暦
四
年
（
史
料
①
）
に
は
「
嶋
院
」
、
六
年
に
は
内
裏
が
儀
場
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
南
緯
」
利
用
の
初
見
、
延
暦
十
一
年
の
事
例
は
、
史
料
上
で
は
延
暦
六
年
に
続
く
事
例
と
な
る
。
こ
の
間
、
延
暦
九
年
三
月
の
節
会
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

前
年
十
二
月
に
死
去
し
た
皇
太
后
高
野
新
笠
忌
序
を
理
由
に
中
止
さ
れ
て
い
る
（
『
即
日
本
紀
』
延
暦
九
垂
二
月
庚
子
条
）
。
し
か
し
、
同
年
三
月

十
日
に
は
、
藤
原
乙
牟
漏
が
死
去
、
九
月
に
は
皇
太
子
安
殿
親
王
も
療
養
の
身
と
な
る
。
延
暦
十
年
目
三
月
三
B
節
会
も
、
乙
牟
漏
忌
序
を
理

由
に
中
止
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
安
殿
親
王
の
病
状
は
慢
性
化
し
、
延
暦
十
年
十
月
に
は
親
王
自
身
が
祈
祷
の
た
め
伊
勢
太
神
宮
に
赴
き
、

翌
十
一
年
六
月
に
は
病
気
の
原
因
が
ト
占
さ
れ
た
。
結
果
は
「
唱
道
天
皇
（
早
良
親
王
）
崇
り
を
な
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
諸
陵
頭
が
怨

霊
鎮
撫
の
た
め
淡
路
国
に
派
遣
さ
れ
た
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
注
意
す
べ
き
は
、
「
南
園
」
に
お
け
る
三
月
三
日
節
会
の
事
例
に
お
い
て
、
史
料
⑥
（
延
暦
＋
～
年
）
で
は
「
選
士
」
、
史

料
⑧
（
同
軸
豊
年
）
で
は
「
喫
」
と
の
表
現
が
見
え
る
点
で
あ
る
。
中
国
の
三
月
上
巳
の
行
事
で
は
、
酒
を
浜
や
水
に
注
い
で
水
神
を
祭
る
キ
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⑩

ヨ
メ
の
儀
式
が
あ
り
、
そ
れ
が
酒
杯
を
流
す
形
態
に
変
化
し
た
ら
し
い
。
日
本
の
朝
廷
の
三
月
三
日
節
会
は
、
当
初
か
ら
宴
遊
的
雰
囲
気
が
濃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

厚
だ
っ
た
と
の
見
解
が
あ
る
が
、
日
本
の
貴
族
層
が
、
儀
式
の
淵
源
が
死
者
の
魂
魂
を
招
請
し
不
祥
を
除
く
襖
祓
儀
礼
で
あ
る
こ
と
を
知
識
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

し
て
受
容
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　
史
料
⑥
⑧
（
延
暦
＋
一
・
＋
二
年
）
の
事
例
は
「
上
巳
」
に
あ
た
る
が
、
こ
の
二
例
以
前
の
六
国
史
の
開
催
記
事
で
は
、
「
上
巳
」
の
年
で
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
か
る
表
現
は
見
あ
た
ら
な
い
。
「
祓
飲
」
・
「
旗
」
は
文
飾
で
は
な
く
、
実
際
に
、
高
野
新
笠
・
藤
原
乙
牟
漏
の
死
去
、
安
殿
親
王
の
病
気
な

ど
の
不
祥
を
除
く
五
重
行
事
と
し
て
実
施
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
南
園
が
早
良
親
王
東
宮
跡
地
に
造
成
さ
れ
た
と
す
る
前
述
の
推
論
を

是
と
す
る
と
、
確
率
は
さ
ら
に
高
ま
る
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
平
安
遷
都
以
後
、
三
月
三
日
節
会
は
、
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
延
暦
十
四
年
以
後
の
『
日
本
後
紀
』
（
『
類
聚
国
史
』

脊
本
紀
騒
掲
載
の
逸
文
含
む
）
の
三
月
三
日
節
会
記
事
は
、
延
暦
十
五
・
十
六
・
十
七
・
二
十
三
年
の
四
回
分
が
存
す
る
が
、
い
ず
れ
も
儀

　
　
　
　
　
　
⑭

場
の
記
載
は
な
い
。
た
だ
し
、
延
暦
元
年
か
ら
弘
仁
五
年
の
漢
詩
を
収
録
す
る
『
凌
雲
集
駈
に
は
、
従
四
位
下
行
播
磨
守
賀
陽
豊
年
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

「
三
月
三
日
侍
藤
島
詔
」
詩
四
首
、
外
書
五
位
上
行
山
城
介
高
丘
平
付
に
よ
る
「
三
月
三
日
甲
佐
神
泉
苑
応
詔
」
詩
～
首
が
存
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
め
ら

　
特
に
重
要
な
の
は
、
神
泉
苑
を
儀
場
と
す
る
後
者
、
高
丘
弟
越
の
応
詔
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
「
我
皇
微
楽
器
、
元
巳
宴
華
林
（
「
（
我
が
皇
、

ら
く
じ
す
く
な
　
　
　
が
ん
し

楽
事
微
く
、
元
巳
、
華
林
に
宴
し
た
ま
う
」
）
」
と
の
句
か
ら
始
ま
る
。
『
凌
雲
集
』
の
収
集
詩
は
桓
武
・
平
城
・
嵯
峨
三
代
に
及
ぶ
が
、
桓
武
・
嵯

峨
に
対
し
て
、
「
我
が
天
子
は
行
楽
し
た
ま
う
こ
と
は
少
な
い
が
、
今
日
三
月
三
日
神
泉
苑
で
宴
を
開
か
れ
た
」
と
詠
む
と
は
考
え
難
い
。
定

型
的
表
現
の
可
能
性
は
残
る
も
の
の
、
一
応
、
平
城
の
詔
に
応
じ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
平
城
は
三
月
三
日
節
会
を
大
同

三
年
に
停
止
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
前
、
大
同
二
年
の
詩
だ
ろ
う
。

　
一
方
、
賀
陽
豊
年
の
四
首
は
、
二
回
分
の
節
会
の
詠
詩
を
含
む
が
、
各
グ
ル
ー
プ
に
一
首
、
「
錫
宴
紫
微
中
」
、
「
紫
禁
逆
落
詔
」
と
宴
の
場

所
を
明
示
し
た
詩
を
含
む
。
「
紫
微
中
」
「
紫
禁
」
は
宮
中
の
意
な
の
で
、
儀
場
は
内
裏
だ
ろ
う
。
豊
年
は
、
桓
武
期
に
は
東
宮
学
士
・
文
章
博

士
、
平
城
期
に
は
式
部
大
輔
と
し
て
活
躍
し
た
が
、
薬
子
の
変
事
は
逼
塞
し
た
。
そ
の
後
、
嵯
峨
が
文
才
を
惜
し
み
播
磨
守
に
任
じ
た
も
の
の
、
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神泉苑の誕生（吉野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
七
日
）

ま
も
な
く
病
床
に
伏
し
た
（
『
日
本
後
園
撫
弘
仁
六
年
六
月
丙
寅
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
四
首
を
詠
ん
だ
二
回
の
節
会
は
、
桓
武
期
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
。
結
局
、
桓
武
期
に
は
、
前
述
の
延
暦
六
年
の
事
例
も
含
め
、
最
低
二
・
三
回
は
内
裏
が
三
月
三
日
節
会
の
儀
場
と
な
っ
た
こ
と
に
な

る
。　

大
田
静
六
は
、
神
泉
苑
内
の
施
設
と
し
て
、
北
部
に
、
正
殿
乾
臨
閣
、
楼
閣
、
南
部
に
中
島
を
有
す
園
池
、
滝
殿
、
馬
場
な
ど
を
復
原
し
て

　
⑯い

る
。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
創
建
当
初
か
ら
こ
れ
ら
が
完
備
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
創
建
後
も
し
ば
ら
く
整
備
が
継
続
し
た
よ
う
で

あ
る
。
ま
た
、
延
暦
二
十
三
年
八
月
に
は
、
東
西
楼
閣
が
暴
風
雨
に
よ
り
墜
壊
し
て
お
り
、
修
造
に
一
定
期
間
を
要
し
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
桓
武
期
の
三
月
三
日
節
会
は
、
神
泉
苑
を
儀
場
と
し
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
桓
武
士
段
階
で
、
遣
水
な
ど
三
月
三
日
節
会
を
想
定
し
た
造
園
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

豊
楽
院
に
関
し
て
も
、
延
暦
十
八
年
正
月
段
階
で
未
完
成
で
あ
っ
た
た
め
、
正
月
七
日
節
会
の
儀
場
と
し
て
朝
堂
院
を
代
用
し
た
事
例
が
あ
る
。

大
同
二
年
に
初
め
て
五
月
五
月
節
会
に
使
用
さ
れ
た
北
野
の
怪
童
（
後
の
右
近
馬
場
）
も
、
造
営
自
体
は
桓
武
期
に
遡
及
す
る
可
能
性
が
高
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

平
安
宮
の
造
営
は
、
内
裏
・
朝
堂
院
、
日
常
的
政
務
に
利
用
す
る
諸
官
衙
曹
司
か
ら
進
め
ら
れ
た
。
長
岡
京
南
園
に
お
い
て
三
年
連
続
で
三
月

三
日
節
会
を
挙
行
し
た
桓
武
は
、
平
安
遷
都
後
、
主
要
儀
式
全
般
に
わ
た
り
専
用
の
難
場
を
整
備
す
る
構
想
を
有
し
た
が
、
饗
宴
施
設
の
多
く

は
、
完
成
が
平
城
期
に
持
ち
越
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
大
同
二
年
号
ら
弘
仁
三
年
に
か
け
て
、
神
泉
苑
を
七
月
七
日
・
九
月
九
日
節
会
、
花
宴
な
ど
の
儀
場
と
す
る
こ
と
が
順

次
、
定
例
化
す
る
。
神
泉
苑
の
敷
地
は
、
左
京
三
条
一
坊
九
町
～
十
六
町
の
八
町
域
に
及
ぶ
が
、
発
掘
調
査
の
結
果
、
苑
内
の
池
は
縄
文
期
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

来
の
自
然
池
に
由
来
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
。
桓
武
は
、
こ
の
自
然
条
件
に
着
目
し
呼
称
を
決
定
し
た
の
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
平
安
遷
都
以
後
、
神
泉
苑
は
、
広
大
な
敷
地
を
有
し
、
多
角
的
利
用
が
可
能
な
禁
苑
と
し
て
整
備
さ
れ
た
。
恐
ら
く
、
豊
楽
院
、

福
野
殿
（
後
の
武
徳
殿
）
な
ど
の
宮
城
内
の
施
設
の
整
備
も
、
共
通
の
構
想
の
下
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
神
泉
苑
に
は
、
他
に

は
な
い
独
自
の
特
色
も
あ
る
。
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豊
楽
院
の
場
合
、
創
建
時
の
主
要
機
能
は
、
「
蕃
客
」
来
朝
時
、
大
嘗
豊
明
節
会
時
の
国
家
的
饗
宴
で
あ
り
、
嵯
峨
朝
以
後
、
正
月
三
節
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

大
女
、
新
嘗
会
等
等
が
取
り
込
ま
れ
た
。
豊
楽
院
の
機
能
拡
大
は
、
律
令
制
成
立
以
来
の
儀
式
を
国
家
的
性
格
の
強
い
順
に
叢
叢
す
る
形
を
と

っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
神
泉
苑
は
、
臨
時
の
行
幸
・
曲
宴
に
多
用
さ
れ
、
年
中
行
事
で
の
使
用
は
後
発
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
年
中

行
事
で
の
利
用
も
、
三
月
三
日
節
会
の
よ
う
に
伝
統
的
に
禁
苑
を
儀
場
と
し
た
も
の
に
限
ら
ず
、
九
月
九
日
節
会
や
花
宴
な
ど
詩
宴
を
伴
う
儀

式
を
新
設
す
る
形
で
拡
大
し
て
い
る
。

　
咽
寛
平
御
遺
誠
隔
に
は
、
「
延
暦
帝
王
（
中
略
）
又
至
苦
熱
、
朝
政
後
、
幸
神
泉
苑
納
涼
。
行
幸
之
時
、
先
逗
留
左
右
近
中
少
将
、
即
喚
手

輿
御
意
。
行
路
之
次
、
若
有
御
花
、
令
近
衛
等
網
撲
。
是
為
好
相
撲
也
。
」
と
あ
り
、
夏
期
、
桓
武
が
頻
繁
に
神
泉
苑
に
行
幸
し
、
随
身
の
近

衛
に
相
撲
を
と
ら
せ
た
こ
と
が
見
え
る
。
大
同
二
年
以
後
、
七
月
七
日
相
撲
節
会
の
神
泉
苑
開
催
が
定
例
化
す
る
の
は
、
桓
武
石
の
慣
習
を
制

度
化
し
た
側
面
が
あ
る
。
延
暦
二
十
～
年
二
月
に
神
泉
苑
行
幸
が
見
え
る
の
で
、
弘
仁
三
年
二
月
の
花
宴
の
成
立
に
も
、
同
様
の
経
緯
が
存
し

た
可
能
性
が
あ
る
。
神
泉
苑
の
年
中
行
事
は
、
臨
時
の
行
幸
・
曲
宴
と
連
関
し
て
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
現
象
は
、
平
安
初
期
の
政
治
体
制
と
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
。
桓
武
・
平
城
・
嵯
峨
は
、
大
学
寮
改
革
な
ど
も
含
め
、
学
問
、
特
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

文
章
道
に
秀
で
た
官
人
を
登
用
す
る
体
制
を
整
備
し
た
。
こ
れ
は
、
彼
ら
が
、
皇
太
子
と
し
て
数
年
以
上
在
位
し
、
石
上
宅
嗣
、
菅
野
真
道
、

賀
陽
豊
年
と
い
っ
た
東
宮
官
人
か
ら
帝
王
教
育
を
享
受
し
た
経
験
が
影
響
し
て
い
る
。
皇
太
子
時
代
の
側
近
は
、
即
位
後
に
文
人
は
太
政
官
中

枢
や
蔵
人
所
、
武
人
は
近
衛
府
な
ど
に
配
さ
れ
、
権
力
強
化
を
指
向
す
る
天
皇
を
支
え
た
。

　
神
泉
苑
に
お
け
る
饗
宴
や
、
郊
野
へ
の
遊
猟
は
、
平
安
初
期
の
天
皇
に
と
っ
て
、
彼
ら
と
の
勲
臣
関
係
を
確
認
し
、
次
代
を
担
う
官
人
を
見

出
す
場
で
あ
っ
た
。
平
城
の
場
合
、
遊
猟
は
自
粛
し
政
務
に
精
勤
し
た
が
、
神
泉
苑
行
幸
は
桓
武
と
同
様
の
頻
度
で
実
施
し
、
相
撲
節
会
な
ど

の
詩
宴
を
年
中
行
事
化
し
た
。
桓
武
・
平
城
二
代
の
達
成
は
、
卓
越
し
た
詩
才
を
有
す
嵯
峨
の
領
導
に
よ
り
完
成
さ
れ
、
勅
撰
漢
詩
集
に
集
成

さ
れ
た
。
文
が
国
家
を
経
営
し
統
治
す
る
力
を
も
つ
と
い
う
「
文
章
経
国
」
の
思
潮
は
、
こ
こ
に
頂
点
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
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神泉苑の誕生（吉野）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
節
京
内
の
禁
苑

　
前
節
で
は
、
長
岡
京
期
南
園
で
の
三
月
三
日
節
会
を
歴
史
的
前
提
と
し
て
、
儀
礼
・
饗
宴
、
特
に
詩
宴
の
空
間
と
し
て
神
泉
苑
が
造
営
さ
れ

た
こ
と
を
論
じ
た
。
最
後
に
、
都
城
の
空
間
プ
ラ
ン
の
変
遷
に
お
け
る
神
泉
苑
成
立
の
画
期
性
に
つ
い
て
、
八
世
紀
以
前
の
禁
苑
と
の
異
同
も

含
め
論
じ
、
結
び
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
唐
長
安
城
な
ど
中
国
都
城
は
、
南
朝
の
一
部
を
除
き
、
防
衛
上
の
理
由
も
あ
り
一
般
に
宮
城
の
北
に
禁
苑
を
設
定
し
た
。
日
本
の
筆
管
で
も
、

天
武
期
の
「
白
軍
後
苑
」
（
天
武
十
四
年
〈
六
八
五
〉
十
一
月
紀
）
、
聖
武
期
の
「
松
林
苑
」
は
、
各
々
飛
鳥
浄
御
難
宮
、
平
城
宮
の
北
に
造
成
さ

　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

れ
た
。
た
だ
し
、
聖
武
期
、
平
城
宮
に
は
、
「
松
林
苑
」
と
は
別
に
「
南
苑
」
が
宮
城
東
張
り
出
し
部
に
存
し
た
。
こ
の
地
に
は
、
首
皇
子
立

太
子
以
来
、
断
続
的
に
東
宮
が
置
か
れ
た
が
、
「
蘭
留
」
は
、
首
皇
子
東
宮
を
囲
締
し
た
園
林
を
禁
苑
と
し
て
整
備
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
聖
武

は
、
「
松
林
苑
」
よ
り
も
「
南
苑
」
を
愛
し
、
即
位
直
後
か
ら
退
位
ま
で
、
正
月
三
節
・
三
月
三
日
・
五
月
五
日
置
・
仁
王
講
な
ど
に
頻
繁
に

利
用
し
た
。

聖
武
の
退
位
後
「
南
苑
」
は
・
天
平
勝
宝
期
に
は
子
院
」
に
・
宝
亀
以
後
は
蕩
梅
亘
に
改
造
さ
れ
る
⑫
「
松
林
苑
」
は
史
料
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊧

見
え
な
く
な
る
。
苑
内
の
倉
庫
、
菜
園
な
ど
は
残
存
し
た
は
ず
だ
が
、
饗
宴
施
設
と
し
て
の
性
格
は
後
退
し
た
よ
う
で
あ
る
。
「
南
苑
」
か
ら

「
東
院
」
・
「
楊
梅
宮
」
へ
の
変
遷
の
内
実
に
関
し
て
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
が
、
「
苑
」
な
る
呼
称
を
有
す
文
字
通
り
の
禁
苑
が
、
平
城
京

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

期
に
は
聖
武
期
の
み
史
料
上
に
登
場
す
る
点
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
そ
の
意
味
で
も
、
神
泉
苑
の
創
建
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
京
へ
の
配
置
は
先
例
の
な
い
革
新
的
な
も
の
で
あ
る
。
神
泉
苑
の
造
園
が
、

長
岡
京
「
南
園
」
の
位
置
∴
機
能
を
継
承
し
、
自
然
条
件
を
活
用
し
た
こ
と
は
前
述
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
利
用
の
便
宜
を
優
先
し
て
、
二

条
大
路
の
位
置
を
南
に
ず
ら
し
、
平
城
宮
「
南
苑
」
の
よ
う
に
、
苑
地
を
宮
城
内
に
取
り
込
む
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
逆
に
い
え

ば
、
神
泉
苑
の
配
置
が
、
宮
城
の
南
限
を
規
定
し
た
と
も
い
え
る
。
桓
武
は
、
い
か
な
る
意
図
で
か
か
る
プ
ラ
ン
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
ず
考
慮
す
べ
き
は
、
中
国
・
朝
鮮
の
類
似
の
施
設
を
模
倣
し
た
可
能
性
で
あ
る
。
実
際
、
唐
長
安
城
外
郭
東
壁
に
位
置
し
た
興
亜
宮
を
模

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

し
た
と
す
る
解
釈
が
存
す
る
の
興
慶
宮
は
、
六
代
皇
帝
玄
宗
が
太
子
の
時
に
居
住
し
、
即
位
後
も
整
備
・
拡
張
の
上
で
王
宮
と
し
て
使
用
し
た

宮
殿
で
、
内
部
に
は
、
面
骨
殿
、
大
同
殿
、
南
岳
殿
な
ど
の
殿
舎
が
存
し
た
。
特
に
、
巨
大
な
「
龍
池
」
を
有
す
点
は
、
神
泉
苑
と
の
共
通
点

と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
、
宮
域
の
東
に
位
置
す
る
こ
と
、
政
務
の
場
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
な
ど
相
違
点
も
多
い
。
神
泉
苑
の
範
と
す

る
の
は
難
し
い
と
思
う
。

　
む
し
ろ
、
私
は
、
時
代
は
遡
源
す
る
も
の
の
、
百
済
扶
余
の
「
宮
南
池
」
に
注
意
す
べ
き
と
思
う
。

　
「
宮
南
池
」
に
関
し
て
は
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
牛
王
三
十
五
年
（
六
一
二
四
）
三
月
条
「
穿
池
於
宮
南
。
引
水
二
十
飴
里
。
四
岸
植
以
楊

柳
水
中
築
島
瞑
、
擬
方
丈
仙
山
。
」
、
『
同
』
武
王
三
十
七
年
八
月
に
「
燕
群
臣
於
望
海
楼
。
」
、
『
同
』
義
解
王
十
五
年
（
六
五
五
）
二
月
「
立
望

出
金
於
王
宮
南
。
」
と
の
記
事
が
存
す
。
王
宮
の
南
に
位
置
す
る
こ
と
、
池
の
北
に
眺
望
施
設
「
望
海
亭
」
（
望
海
楼
）
を
有
す
こ
と
、
池
に
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

島
が
あ
り
柳
で
囲
続
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
神
泉
苑
と
の
類
似
点
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
桓
武
の
文
化
的
趣
向
に
は
、
鷹
狩
の
愛
好
な
ど
百
済
文
化
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
。
延
暦
四
・
六
年
十
一
月
の
交
野
で
の
祭
天
儀
礼
も
、
同

地
に
本
拠
を
持
ち
外
戚
扱
い
さ
れ
た
百
済
王
家
が
藤
原
急
心
と
結
託
し
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
最
近
、
渡
辺
信
一
郎
は
、
百
済
王
が
四
翌
月
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

天
神
・
五
帝
神
を
祭
っ
た
こ
と
（
矩
計
』
巻
八
十
一
百
済
伝
）
に
注
目
し
、
百
済
を
通
じ
中
国
の
祭
天
儀
礼
が
継
受
さ
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

蚕
豆
の
景
観
は
大
宰
府
造
営
の
範
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
神
泉
苑
造
成
の
際
に
も
宮
南
池
に
関
す
る
伝
承
が
意
識
さ
れ
た
可
能
性
は
否
定

　
　
　
　
　
　
⑪

で
き
な
い
と
思
う
。

　
周
知
の
通
り
、
平
安
京
造
営
で
は
、
都
城
占
地
に
基
本
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
四
神
相
応
が
強
く
意
識
さ
れ
、
北
の
船
岡
山
が
「
玄
武
」
に
、
東
の

鴨
川
が
「
青
龍
」
に
、
南
の
書
軸
池
が
「
朱
雀
」
に
擬
せ
ら
れ
た
。
朱
雀
門
に
近
接
し
宮
の
南
に
近
接
す
る
神
泉
苑
は
、
京
外
の
「
朱
雀
」
巨

椋
池
に
対
し
て
、
「
内
な
る
朱
雀
」
と
し
て
王
宮
を
鎮
護
す
る
象
徴
的
意
味
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
延
暦
十
一
・
十
二
年
の
長
岡
京
菊
園
に
お
け
る
三
月
三
日
節
会
が
、
膜
祓
儀
礼
と
し
て
挙
行
さ
れ
た
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
三
園
の
位
置
に
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神泉苑の誕生（吉野）

留
意
す
れ
ば
、
境
界
祭
祀
と
し
て
の
意
味
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
神
泉
苑
が
境
界
祭
祀
の
祭
場
と
し
て
の
性
格
を
顕
著
に
す
る
の
は
、
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

霊
会
や
祈
雨
の
修
法
に
利
用
さ
れ
る
九
世
紀
後
半
期
以
後
だ
が
、
こ
れ
は
、
創
建
当
初
か
ら
有
し
た
潜
在
的
性
格
の
展
開
と
し
て
捉
え
る
べ
き

だ
ろ
う
。
憶
測
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
神
泉
苑
御
霊
会
が
早
良
親
王
を
御
霊
と
し
て
鎮
撫
す
る
こ
と
は
、
神
泉
苑
の
配
置
が
早
良
親
王
東
宮

に
遡
及
す
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
神
泉
苑
を
京
に
配
置
し
た
意
味
は
、
王
宮
の
鎮
護
と
い
っ
た
消
極
的
意
味
に
止
ま
ら
な
い
。
桓
武
は
、
遠
隔
地
へ
の
行
幸

は
実
施
し
な
か
っ
た
が
、
長
岡
遷
都
以
後
、
大
原
野
・
北
野
・
交
野
な
ど
近
郊
野
へ
の
遊
猟
、
京
内
外
の
離
宮
で
の
遊
興
は
、
奈
良
時
代
の
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

皇
よ
り
も
頻
繁
に
実
施
し
て
い
る
。
内
裏
か
ら
神
泉
苑
へ
の
移
動
は
、
近
郊
野
へ
の
遊
猟
と
対
を
な
す
京
へ
の
行
幸
に
他
な
ら
な
い
。

　
権
力
の
象
徴
化
に
お
い
て
、
秘
儀
性
（
神
秘
性
）
と
公
開
性
（
視
覚
性
）
を
組
み
合
わ
せ
た
儀
式
・
儀
礼
は
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。
宮
廷
社

会
に
縁
の
な
い
京
の
百
姓
に
と
っ
て
、
神
泉
苑
は
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ
た
神
秘
的
空
間
だ
が
、
文
武
百
官
を
領
導
す
る
天
皇
の
超
越
的
権
威
は
、

神
泉
苑
へ
と
向
か
う
行
列
に
よ
り
彼
ら
に
も
顕
示
さ
れ
た
。
神
泉
苑
は
、
統
治
権
の
正
統
性
を
表
象
し
得
る
理
想
の
都
城
を
希
求
し
た
桓
武
の

意
志
を
体
現
す
る
空
間
と
し
て
平
安
京
に
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

①
託
間
直
樹
編
『
皇
居
行
幸
年
表
㎞
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
七
年
）
。
な

　
お
桓
武
期
の
行
幸
記
事
で
は
「
神
泉
苑
」
で
は
な
く
「
神
泉
」
と
称
す
事
例
が
多

　
い
。
こ
れ
は
、
神
泉
苑
の
禁
苑
と
し
て
の
整
備
の
状
況
を
反
映
す
る
可
能
性
が
あ

　
る
。

②
山
中
章
「
初
期
平
安
京
の
造
営
と
構
造
」
（
『
古
代
文
化
転
四
六
…
一
、
一
九
九

　
四
年
）
。

③
延
暦
十
九
年
正
月
二
十
日
に
橿
武
が
行
幸
し
た
「
西
嶋
院
」
は
、
神
泉
苑
創
建

　
前
に
代
替
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

④
山
中
裕
『
平
安
朝
の
年
中
行
事
匝
（
塙
書
房
、
一
九
七
二
年
）
。

⑤
清
水
潔
「
重
陽
節
の
起
源
」
（
『
史
料
睡
七
五
、
一
九
八
五
年
目
。
清
水
は
、
延

　
暦
後
期
に
光
仁
天
皇
生
母
紀
橡
姫
の
忌
月
と
し
て
再
度
停
止
さ
れ
た
と
見
る
。

⑥
神
谷
正
昌
門
紫
震
殿
と
節
会
」
（
『
古
代
文
化
』
四
＝
丁
＝
一
、
一
九
九
一
年
〉
、

　
饗
場
宏
・
大
津
透
「
節
禄
に
つ
い
て
偏
（
糊
史
学
雑
誌
臨
九
八
一
六
、
一
九
八
九

　
年
）
、
戸
川
点
「
上
巳
祓
（
曲
水
宴
）
」
（
『
平
安
時
代
儀
式
年
中
行
事
事
典
翫
東
京

　
堂
出
版
、
二
〇
〇
～
二
年
）
な
ど
σ
な
お
、
蝿
日
本
後
紀
㎞
弘
仁
五
年
～
二
月
辛
亥
条

　
に
つ
い
て
は
、
前
掲
往
④
山
中
著
書
、
注
⑤
清
水
論
文
な
ど
も
筆
者
と
同
様
の
解

　
釈
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
山
中
ら
の
研
究
は
、
弘
仁
五
年
以
後
の
三
月
三

　
日
・
九
月
九
日
節
会
の
展
開
に
関
す
る
説
明
を
欠
い
て
い
る
。

⑦
花
宴
は
、
弘
仁
三
年
以
後
、
弘
仁
圏
年
二
月
二
十
九
日
、
五
年
二
月
二
十
八
日
、

　
六
年
二
月
二
十
八
日
、
七
年
二
月
二
十
七
日
、
九
年
二
月
二
十
八
日
、
十
年
二
月

　
二
十
五
日
、
十
三
年
二
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
て
い
る
（
工
場
は
弘
仁
七
年
の

　
み
嵯
峨
別
館
。
以
外
は
神
泉
苑
）
。
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⑧
副
詞
噸
政
事
要
略
』
巻
廿
四
年
中
行
事
九
月
（
九
日
節
会
）
に
は
、
天
長
格
抄

　
と
し
て
弘
仁
三
年
九
月
九
日
格
、
弘
仁
三
年
九
月
十
六
日
格
の
二
格
が
引
屠
さ
れ

　
て
い
る

　
　
天
長
格
抄
云
、
太
政
官
符
宮
内
省
応
九
月
九
日
節
事
三
月
三
日
節
事
。
右
被
右

　
　
大
臣
宣
侮
。
九
月
九
日
中
毎
事
准
三
月
三
日
節
者
。
省
国
画
知
之
。
自
今
以
後

　
　
依
例
永
行
。
弘
仁
三
年
九
月
九
日
。
同
格
抄
云
。
太
政
宮
符
五
畿
内
志
摩
近
江
若

　
　
狭
紀
伊
淡
路
等
国
司
応
当
九
月
九
日
節
御
賢
事
。
右
翼
右
大
群
宣
欝
、
件
節
御

　
　
蟄
、
准
廃
一
二
月
一
二
日
節
令
進
之
。
諸
国
承
知
、
自
今
以
後
依
件
進
之
。
弘
仁
三

　
　
年
九
h
月
十
詣
ハ
B
o

　
　
そ
の
内
、
後
者
に
は
門
准
廃
三
月
三
日
」
と
、
弘
仁
三
年
段
階
で
一
二
月
三
日
節

　
会
が
廃
止
済
み
か
の
如
き
表
現
が
見
え
る
。
し
か
し
、
か
か
る
表
現
は
、
『
類
聚

　
国
史
撫
弘
仁
五
年
三
月
辛
聖
霊
も
含
め
こ
の
部
分
に
し
か
見
え
な
い
。
「
廃
」
の

　
字
は
、
天
長
格
抄
編
纂
時
・
以
後
の
加
筆
だ
ろ
う
。

⑨
丸
山
裕
美
子
「
假
寧
令
と
節
日
」
（
『
日
本
古
代
の
医
療
制
度
緬
名
著
刊
行
会
、

　
一
九
九
八
年
、
初
出
～
九
九
二
年
）
。

⑩
岩
永
省
三
「
奈
良
蒔
代
庭
園
の
造
形
意
匠
」
（
『
古
代
庭
園
の
思
想
嚇
角
川
書
店
、

　
二
〇
〇
二
年
）
。

⑪
倉
林
正
次
門
三
月
三
日
節
」
（
『
饗
宴
の
研
究
（
文
学
編
）
一
撃
楓
社
、
～
九
六

　
九
年
）
、
菅
原
嘉
孝
門
摂
関
期
に
お
け
る
臨
水
宴
に
つ
い
て
」
（
『
風
俗
緬
一
〇
四
、

　
一
九
九
〇
年
）
な
ど
。

⑫
和
田
葦
「
薬
猟
と
本
草
集
注
扁
（
『
日
本
古
代
の
儀
礼
と
薫
製
・
信
仰
中
低
塙
轡

　
房
、
一
九
九
五
年
、
初
出
｝
九
七
八
年
）
、
今
井
源
衛
「
須
磨
巻
の
三
月
上
巳
の

異
変
に
つ
い
三
（
菌
文
学
雑
弦
講
』
六
五
⊥
二
、
二
9
0
昭
年
）
。

⑬
『
陰
日
本
紀
臨
神
亀
三
年
三
月
辛
巴
条
、
門
同
風
六
年
三
月
癸
巳
条
。
た
だ
し
、

　
隅
懐
風
藻
㎞
に
は
門
上
巳
襖
飲
」
の
用
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
日
）

⑭
　
　
魍
類
聚
国
史
』
（
巻
七
十
三
歳
時
四
三
月
王
土
）
延
暦
十
五
年
三
月
甲
午
条

　
「
宴
侍
臣
。
賜
染
み
伺
差
。
」
、
十
六
年
三
［
清
畠
丑
条
「
宴
侍
臣
奏
楽
。
㎜
賜
禄
有
差
。
」
、

＋
七
年
三
月
癸
黍
「
蓋
融
℃
上
、
命
文
人
賦
詩
。
賜
物
有
畑
」
、
冒
本
後

　
紀
臨
延
暦
二
十
三
年
王
月
払
寅
条
「
掃
出
侍
従
以
上
、
壷
井
入
賦
詩
。
賜
物
有

・
差
。
」
。
な
お
、
内
裏
で
の
開
催
ゆ
え
、
儀
場
記
載
を
略
し
た
可
能
性
も
皆
無
で
は

　
な
い
が
、
確
定
で
き
な
い
。

⑮
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
中
（
中
）
輪
（
塙
書
房
、
一
九
七
九
年
）

　
門
凌
雲
甲
羅
注
」
番
号
（
3
6
）
～
（
3
9
）
、
（
7
9
）
。
な
お
、
『
凌
雲
集
輪
の
官
職
・

　
官
位
記
載
は
弘
仁
五
年
編
纂
時
の
も
の
な
の
で
、
作
詩
時
期
を
推
測
す
る
材
料
に

　
は
な
ら
な
い
。

⑯
前
掲
大
田
は
じ
め
に
注
③
。

⑰
古
瀬
奈
津
子
「
初
期
の
平
安
宮
」
（
冒
本
古
代
王
権
と
儀
式
臨
吉
川
弘
文
館
、

　
一
九
九
八
年
、
初
出
一
九
八
○
年
）
。

⑱
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
『
昭
和
5
8
・
平
成
2
・
3
・
4
・
5
年
度
京
都

　
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
』
（
一
九
八
四
年
、
一
九
九
四
～
九
六
年
）
。

⑲
前
掲
二
章
注
⑨
橋
本
。

⑳
笹
山
晴
生
「
平
安
初
期
の
政
治
改
革
」
（
『
平
安
の
朝
廷
㎞
吉
田
弘
文
館
、
一
九

　
九
一
瓢
年
、
初
出
～
九
七
⊥
ハ
年
）
。

⑳
前
掲
は
じ
め
に
注
②
金
子
「
平
城
宮
の
園
林
と
そ
の
源
流
」
な
ど
。

⑫
　
河
上
邦
彦
「
松
林
苑
の
諸
問
題
」
（
『
橿
原
考
古
学
研
究
所
論
集
・
第
六
輪
吉
川

　
弘
文
館
、
～
九
八
四
年
）
。

⑬
　
前
掲
二
章
注
⑯
小
澤
「
宮
城
の
内
側
」
。
た
だ
し
、
小
澤
が
「
南
苑
」
の
「
南
」

を
東
宮
か
ら
の
方
位
と
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
「
南
藝
恥
聖
武
即
位
以
前
に

　
は
見
え
ず
、
即
位
後
、
『
続
日
本
紀
』
神
亀
三
年
三
月
辛
巳
条
に
登
場
す
る
。
当

　
時
皇
太
子
は
不
在
で
あ
る
。
ま
た
、
「
南
苑
」
は
、
利
用
形
態
の
多
様
性
に
鑑
み

　
る
に
、
池
庭
・
朝
堂
・
馬
場
な
ど
多
様
な
施
設
を
建
造
し
得
る
規
模
を
有
し
た
は

　
ず
で
あ
る
。
私
は
、
「
南
苑
」
の
「
南
」
は
内
裏
か
ら
の
方
位
で
、
そ
の
敷
地
は
、

　
東
宮
を
囲
呈
し
東
張
り
出
し
部
南
半
を
占
め
た
と
予
想
す
る
（
既
に
、
金
子
裕
之

　
が
前
掲
は
じ
め
に
注
②
門
平
城
宮
の
園
林
と
そ
の
源
流
」
な
ど
で
同
様
の
見
解
を
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示
し
て
い
る
）
。
史
料
上
、
写
字
期
を
境
に
「
南
苑
」
が
消
滅
し
「
東
院
」
が
出

　
現
す
る
の
は
、
m
南
苑
」
の
位
置
・
規
模
を
「
東
野
」
が
継
承
し
た
か
ら
だ
ろ
う
。

　
「
南
苑
」
の
成
立
・
展
開
に
関
し
て
は
、
飛
鳥
藤
原
京
も
含
め
東
宮
、
皇
太
子
制

　
の
展
開
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
別
稿
を
期
し
た
い
。

　
　
な
お
、
岩
波
新
果
古
典
鋒
監
羅
果
紀
二
軍
五
～
九
頁
）
は
、

　
『
続
日
本
紀
』
神
亀
四
年
五
月
歌
書
条
「
従
楯
波
池
、
瓢
風
忽
来
。
吹
折
南
苑
樹

　
二
株
。
即
化
成
維
。
扁
に
見
え
る
「
楯
波
池
偏
が
位
置
す
る
平
城
宮
北
西
に
「
南

　
苑
」
が
存
し
た
可
能
性
を
示
愛
し
て
い
る
（
奈
良
文
化
財
研
究
所
刑
平
城
宮
発
掘

　
調
査
報
告
W
I
東
院
庭
園
地
区
の
調
査
－
睡
〈
二
〇
〇
三
年
〉
も
、
こ
の
史

　
料
を
小
澤
説
へ
の
反
証
と
す
る
）
。
だ
が
、
こ
の
説
で
は
、
門
門
苑
」
の
「
南
」
が

　
何
に
対
す
る
方
位
か
理
解
し
難
い
。
『
続
紀
臨
記
事
は
、
怪
異
の
原
因
と
な
っ
た

　
北
西
風
が
平
城
宮
北
西
に
位
置
す
る
「
楯
波
池
扁
か
ら
巻
き
起
こ
っ
た
と
認
識
さ

　
れ
た
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
ず
、
池
の
近
辺
に
「
霊
苑
扁
を
比
定
す
る
必
要
は
な
い
。

⑳
　
前
掲
注
⑬
奈
良
文
化
財
研
究
所
報
告
書
、
省
本
次
郎
白
楊
梅
宮
考
」
（
『
甲
子
園

　
短
期
大
学
紀
要
暁
～
○
、
一
九
九
一
年
）
。

⑳
孝
謙
期
～
平
安
期
の
宮
城
北
辺
部
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
前
掲
金
子
は
じ
め
に

　
注
②
「
宮
と
後
苑
」
、
山
中
二
章
注
④
、
東
野
治
之
「
平
安
宮
の
園
池
」
（
『
古
代

　
研
究
』
二
四
、
一
九
八
二
年
）
、
高
橋
康
夫
四
京
都
中
世
都
市
史
研
究
隔
（
思
文
閣

　
出
版
、
一
九
八
三
年
）
。

⑳
　
聖
武
は
、
神
泉
苑
全
盛
期
の
桓
武
・
平
城
・
嵯
峨
と
同
様
、
長
期
に
わ
た
り
皇

　
太
子
に
在
位
し
た
。
聖
武
豊
に
、
遷
都
や
大
学
寮
改
革
な
ど
平
安
初
期
と
類
似
し

　
た
施
策
が
散
見
す
る
の
は
偶
然
で
は
な
い
と
思
う
。

⑳
前
掲
大
田
は
じ
め
に
注
③
。
興
慶
雲
に
関
し
て
は
、
謡
講
擬
・
愛
宕
元
訳
注

　
『
唐
両
京
城
坊
孜
』
（
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

⑳
神
泉
苑
を
囲
幽
す
る
大
路
（
二
条
大
路
を
除
く
）
に
は
柳
が
植
樹
さ
れ
た

　
（
『
延
喜
式
㎞
左
右
京
職
式
「
凡
神
泉
苑
廻
地
十
町
内
、
令
京
職
栽
柳
。
町
別
七

　
株
。
」
）
。
神
泉
苑
の
植
栽
全
般
に
つ
い
て
は
、
飛
田
範
夫
槻
日
本
庭
園
の
植
栽
史
隔

　
（
京
都
大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
二
年
）
。

⑳
　
秋
吉
正
博
噸
日
本
古
代
養
鷹
の
研
究
暁
（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。

⑳
渡
辺
信
一
郎
門
古
代
中
国
の
王
権
と
郊
雪
叩
（
噸
中
国
古
代
の
王
権
と
天
下
秩

　
序
撫
校
倉
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
。

⑳
千
田
稔
「
宮
都
と
四
神
」
（
『
古
代
日
本
の
王
権
空
間
隔
吉
州
弘
文
館
、
二
〇
〇

　
四
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）
も
、
宮
南
池
と
平
安
京
神
泉
苑
を
対
比
し
同
様
の
指

　
摘
を
し
て
い
る
。

⑳
高
橋
昌
明
「
よ
ご
れ
の
京
都
・
御
霊
会
・
武
士
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め

　
に
㎞
　
一
九
九
、
一
九
九
〇
年
）
。

⑬
　
目
崎
徳
衛
「
平
城
朝
の
政
治
史
的
考
察
」
、
同
門
平
安
時
代
初
期
に
お
け
る
奉

　
献
」
（
噸
平
安
文
化
史
論
葱
桜
楓
社
、
～
九
六
八
年
、
初
繊
一
九
六
二
年
、
一
九
六

　
五
年
）
。

神泉苑の誕i生（吉野）

お
　
わ
　
り
　
に

　
本
稿
で
は
、
長
岡
京
南
園
を
神
泉
苑
の
前
身
施
設
と
み
た
上
で
、
延
暦
～
弘
仁
の
儀
礼
空
間
整
備
の
プ
ロ
セ
ス
に
神
泉
苑
成
立
を
位
置
づ
け
、

政
治
・
文
化
史
的
意
義
を
論
じ
た
。
最
後
に
、
九
世
紀
中
期
以
後
の
展
開
に
関
し
て
若
干
の
展
望
を
述
べ
、
む
す
び
と
し
た
い
。
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弘
仁
初
期
、
詩
宴
を
伴
う
年
中
行
事
は
、
大
同
～
弘
仁
初
期
に
始
ま
っ
た
内
宴
を
除
き
、
神
泉
苑
に
集
約
さ
れ
た
。
し
か
し
、
弘
仁
中
期
、

三
月
三
日
節
会
の
廃
止
を
契
機
と
し
て
、
神
泉
苑
で
の
詩
宴
は
退
転
し
、
七
月
七
日
節
会
は
承
和
三
年
（
八
三
六
）
、
九
月
九
日
節
会
は
天
長
五

年
（
△
天
）
、
花
宴
は
弘
仁
十
三
年
（
八
二
二
）
を
最
後
に
以
後
、
紫
震
声
な
ど
に
儀
場
が
移
動
し
た
。
年
中
行
事
が
移
行
し
た
後
、
仁
明
期

の
神
泉
苑
は
、
放
言
、
遊
猟
の
場
と
し
て
使
用
さ
れ
た
が
、
文
徳
・
清
和
期
に
は
、
か
か
る
臨
時
の
行
幸
も
消
滅
し
た
。
貞
観
五
年
（
八
六
三
）

の
御
霊
会
は
、
禁
苑
と
し
て
の
機
能
を
停
止
し
た
神
泉
苑
の
四
門
を
開
放
し
、
都
邑
人
の
見
物
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
神
泉
苑
の
展
開
は
、
当
該
期
の
天
皇
、
文
人
富
僚
の
歴
史
的
性
格
の
変
化
と
対
応
す
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
政
務
に
精
励
し
た
平
安
初
期
の
天
皇
は
、
日
常
は
内
裏
に
居
住
し
、
池
庭
で
の
遊
宴
は
、
神
泉
苑
あ
る
い
は
冷
然
院
・

南
池
院
な
ど
宮
外
の
離
宮
を
使
用
し
た
。
弘
仁
十
四
年
、
宥
和
に
譲
位
し
た
嵯
峨
上
皇
は
、
宮
城
か
ら
離
れ
、
在
位
時
に
離
宮
と
し
て
使
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
冷
然
院
に
退
下
す
る
。
こ
れ
は
、
国
政
か
ら
の
離
脱
、
公
権
の
天
皇
へ
の
一
元
化
を
可
視
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
り
、
下
和
も
退
位
後
は
、

感
動
院
（
南
池
院
）
に
退
下
し
た
。
平
安
中
期
に
一
般
化
す
る
「
寝
殿
造
」
の
原
型
は
、
上
皇
の
居
所
と
し
て
整
備
さ
れ
た
冷
然
院
・
感
動
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
求
め
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
に
即
位
し
た
文
徳
は
、
終
生
内
裏
に
居
住
せ
ず
、
即
位
当
初
は
東
宮
図
上
、
仁
寿
三
年
（
八
五
三
）
に

は
梨
下
院
、
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
以
後
は
冷
然
院
を
御
在
所
と
し
た
。
文
徳
の
意
志
・
行
動
は
、
ほ
ぼ
完
全
に
外
戚
良
政
に
よ
り
制
約
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
日
）

て
い
た
。
麗
人
に
は
、
「
天
下
昇
平
」
の
化
を
思
い
「
巡
行
遊
覧
」
を
嫌
っ
た
と
あ
る
が
（
『
文
徳
天
皇
実
録
撫
天
安
二
年
〈
八
五
八
〉
九
月
甲
子
条
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

内
実
は
国
政
か
ら
の
逃
避
で
あ
っ
た
。

　
～
方
、
平
安
初
期
参
議
ク
ラ
ス
で
活
躍
し
て
き
た
文
人
官
僚
も
、
承
和
の
変
以
後
、
藤
原
皇
家
・
嵯
峨
源
氏
の
進
出
に
よ
る
「
政
権
の
貴
族

化
」
に
よ
り
全
般
的
に
退
潮
し
、
活
躍
の
場
は
学
才
を
要
す
る
特
定
局
面
に
限
定
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
菅
原
氏
は
、
文
章
道
を
家
職
化
し
　

定
の
政
治
的
基
盤
を
維
持
し
た
が
、
最
終
的
に
は
、
道
真
の
失
脚
を
契
機
に
退
転
す
る
。
結
局
、
日
本
の
文
人
官
僚
は
、
天
皇
と
の
個
人
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

恩
籠
関
係
に
依
拠
す
る
限
界
を
克
服
で
き
な
か
っ
た
。
「
文
章
経
国
」
の
思
想
は
、
神
泉
苑
の
造
営
、
勅
撰
漢
詩
集
・
格
式
・
儀
式
書
の
編
さ
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神泉苑の誕生（吉野）

ん
に
代
表
さ
れ
る
政
治
文
化
の
規
範
化
に
重
要
な
意
義
を
有
し
た
が
、
十
分
な
社
会
基
盤
を
形
成
で
き
ず
、

し
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
神
泉
苑
成
立
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
展
開
過
程
に
関
す
る
見
通
し
も
含
め
て
縷
述
し
た
。
王
権
論
、

養
が
乏
し
い
こ
と
も
あ
り
、
論
じ
残
し
た
問
題
は
多
い
。
ま
た
、
考
古
学
分
野
の
先
行
研
究
に
関
す
る
検
討
に
は
、

近
年
長
岡
京
・
平
安
京
の
発
掘
調
査
は
著
し
く
進
展
し
た
が
、
既
調
査
域
は
都
城
跡
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

状
の
条
坊
デ
ー
タ
を
尊
重
す
る
限
り
、
や
や
不
規
則
な
形
態
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
ず
、
評
価
が
難
し
い
。
し
か
し
、

こ
そ
、
文
献
史
学
・
考
古
学
の
双
方
か
ら
、

れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

専
制
君
主
の
不
在
に
よ
り
空
洞
化

宮
廷
文
化
論
に
関
す
る
素

誤
解
も
あ
る
か
と
思
う
。

長
岡
京
に
関
し
て
は
、
現

こ
の
よ
う
な
状
況
だ
か
ら

仮
説
の
提
示
と
検
証
を
繰
り
返
す
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
今
後
の
調
査
・
研
究
の
捨
て
石
と
な

①
　
春
名
宏
昭
門
平
安
期
太
上
天
皇
の
公
と
私
」
（
噸
史
学
雑
誌
幅
…
○
○
一
三
、
一

　
九
九
一
年
）
。

②
五
味
文
彦
「
院
政
と
天
皇
」
（
凹
岩
波
講
座
日
本
通
史
第
7
巻
』
岩
波
書
店
、

　
一
九
九
～
二
年
）
は
院
政
期
に
お
け
る
上
皇
と
天
皇
の
性
格
を
対
比
的
に
整
理
し
て

　
い
る
。
嵯
峨
譲
位
後
の
天
皇
と
上
皇
の
文
化
的
性
格
の
分
離
は
、
院
政
期
の
噛
矢

　
を
な
す
現
象
と
し
て
も
重
要
だ
ろ
う
。

③
文
徳
・
清
和
両
天
皇
は
、
郊
外
野
で
の
遊
猟
も
実
施
し
な
か
っ
た
。
前
掲
秋
吉

　
三
章
注
⑳
著
書
。

④
前
掲
笹
山
三
章
注
⑳
。
菅
原
道
真
が
天
皇
家
と
姻
戚
関
係
を
結
ん
だ
の
は
、
こ

　
の
限
界
を
自
覚
し
た
行
動
と
い
え
る
。
な
お
最
近
、
川
尻
秋
生
「
日
本
古
代
に
お

　
け
る
「
議
」
扁
（
噌
史
学
雑
誌
』
　
一
一
〇
1
三
、
二
〇
〇
一
年
）
、
桑
原
朝
子
『
平
安

　
朝
の
漢
詩
と
「
法
」
㎞
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
）
は
九
世
紀
の
文
人
蜜

　
僚
の
活
動
を
思
想
的
側
面
も
含
め
再
評
価
し
、
九
世
紀
前
期
と
後
期
を
連
続
的
に

　
把
握
し
た
上
で
、
昌
泰
の
変
に
政
治
史
の
画
期
を
お
い
て
い
る
。
両
氏
の
研
究
は
、

　
「
寛
平
の
治
一
成
立
の
歴
史
的
過
程
を
究
明
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
史

　
料
分
析
の
方
法
も
含
め
有
益
な
点
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、
道
真
の
敗

　
北
は
、
九
世
紀
後
半
期
の
「
政
権
の
貴
族
化
」
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
歴
史
的
必

　
然
だ
っ
た
と
考
え
る
。

⑤
前
掲
は
じ
め
に
注
⑤
山
中
著
書
。
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
長
岡
京
宮
城
南

　
面
地
区
の
条
坊
復
原
に
つ
い
て
は
、
特
に
不
確
定
で
流
動
的
部
分
が
大
き
い
。
現

　
在
進
行
中
の
朝
堂
院
南
門
の
調
査
結
果
な
ど
を
う
け
、
将
来
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

（
付
記
）
　
本
稿
は
、
大
学
院
在
学
時
、
（
財
）
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
ア

ル
バ
イ
ト
と
し
て
勤
務
し
た
際
の
経
験
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ま
た
、
執
筆
前

に
讐
平
安
京
文
化
研
究
会
㎞
で
口
頭
報
告
を
、
『
大
和
な
ど
を
歩
く
会
輪
で
現
地
踏

査
を
行
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
、
ご
指
導
、
ご
教
示
い
た
だ
い
た
方
々
に
お
礼

申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
、
奈
良
女
子
大
学
二
へ
世
紀
C
O
E
プ
ロ
グ
ラ
ム

「
古
代
日
本
形
成
の
特
質
解
明
の
研
究
教
育
拠
点
」
に
C
O
E
研
究
員
と
し
て
従
事

し
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
奈
良
女
子
大
学
C
O
E
研
究
員
）
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The　Birth　of　the　Shinsen－en

by

YOSHINo　Shuji

　　This　study　focuses　on　the　creation　of　the　Sh血sen－en神泉苑，　a　royal　garden　in　the

Heian－kyo，　and　also　attempts　to　recreate　the　changes　it　underwent　as　a　spatial

component　of　the　capital　in　the　early　Heian　period．

　　In　1953　the　late　Nakayama　Shuichi中山修一discovered　the　site　of　the　KonoefU近

衛府hasuike（the　lotus　pond　of　the　headquarters　of　the　lnner　Palace　GuaiAds）that　is

mentioned　in　a　Dajokan　kanpu　（an　order　of　the　Great　Council　of　State）　dated　the　29th

day　of　the　first　month　of　Enryaku　14　（795）．　Using　tltis　as　a　clue，　Nakayama　set　out　to

excavate　Nagaoka－kyo，　which　had　been　called　the　capital　of　dreams．　This　study

begins　with　a　rereading　of　these　materia｝s．　lt　is　hypothesized　that　（1）　a　detached

paiace，　rikyu，　called　the　Nan－en潜戸was　estabhshed　over　the　8th，9th，10th，15th，　and

16tli　b｝ock，　cho，　at　Sanjo－lchibo　in　the　westem　ward　of　the　city　while　the　capita｝　was

Iocated　in　Nagaoka，　and　that（2）the　land　was　awarded　to　the　Chokushisho勅旨所and

the　Konoefu　after　the　transfer　of　the　capital　to　Heian－kyo．　This　study　then　moves　to　a

critical　appraisal　of　the　archaeological　studies　of　Yamanaka　Akira山中章on　the

Nagaoka　palace　and　surroundings　of　the　capital．　The　earliey　hypothesis　is　thereby

supported，　and　it　is　pointed　out　that　it　is　highiy　probable　that　the　when　the　southern

portion　of　the　capital　was　rebuilt　in　the　later　part　of　the　Nagaol〈a－kyo　period，　the　Nan－

en　was　constructed　on　the　site　of　the　palace　of　crown　prince　Sawara，　who　had　been

deposed　in　Enryal〈u　4　（785）．

　　In　the　final　years　of　the　Nagaol〈a－kyo　era，　the　celebratioR　of　Third　day　of　the　Third

month　Celebration，　which　included　a　banquet　that　involved　the　composition　of　poetry

along　a　meande血g　brook　in　the　garden，　leyokusuinoen曲水宴，　was　held　for　three

consecutive　years　at　the　Nan－en．　Observations　of　the　celebration　in　Eni’yal〈u　11　and

12　had　the　clear　character　of　a　purification，　misogi，　rite　due　to　the　successive

indisposition　and皿ness　of　the　emperoy．　However，　With　each　new　observation　of　an

annual　event　on　the　court　calendar，　the　locations　for　the　ceremonies　became　fu（ed．

Shortly　after　the　transfer　of　the　capital　to　Heian－kyo，　Emperor　Kanmu　began

construction　of　the　Buraku一｛n豊楽院as　a　ceremonial　site　for　nationa至　rituals　as　well

as　the　Shinsen－en．　The　location　of　the　Shinsen－en　was　patterned　on　the　site　of　the

Nan－en　in　Nagaoka－kyo，　being　situated　at　Sanjo－lchibo　in　the　western　haif　of　the　new
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capital，　but　it　was　expanded　to　cover　eight　cho．　The　fact　that　the　placement　of　the

Shinsen－en　within　the　spaljal　layout　of　Heian－kyo　was　desigr｝ed　to　correspond　to　the

southem　boundary　of　the　palace　grounds　（at　Nijo　Oji）　was　of　great　signjficance．　ln

view　of　the　cultural　character　of　the　reign　of　Kanmu　and　the　legend　of　the　view　of　£he

southern　pond　of　the　palace　in　Bael〈je　capital　of　Buyo，　these　factors　may　have

irifluenced　the　location　of　the　Shinsen－en．

　　Shinsen－en　first　appears　in　the　historical　record　in　Enryaku　19　（800），　but　it　was

used　only　irregularly　as　a　location　for　banqueting　during　the　reign　of　Kanmu．　Emperor

Kanmu　conceived　of　prepa血g　separate　sites　for　each　of　the　major　ceremonies　in　the

capital，　but　such　a　plan　could　only　be　put　into　practice　after　Kanmu’s　death．　The

preparation　of　the　Shinsen－en　as　a　royal　garden　was　completed　by　the　reigns　of　Heijo

and　Saga　and　served　as　the　location　of　the　ceremonies　for　the　annual　observances

such　as　the　Thn’d　of　the　Third　month，　the　Seventh　of　the　Seventh　month，　the　Ninth　of

the　Ninth　and　the　Flower　Banquet．　The　element　common　to　all　of　these　ceremonies

was　the　inclusion　of　a　banqu．et　featu血g　the　composi£ion　of　Chinese　verse．　The　eairly

Heian　period　was　characterized　by　the　concept　of　bunsho　keilloku文章経国，　the

belief　that　literature　had　the　power　to　assist　in　the　operation　and　rule　of　the　state，　and

the　Shinsen－en　served　as　the　stage　on　which　potitical　culture　of　the　period　was　p｝ayed

out．　Emperor　Kanmu　sought　an　ideal　capital　that　could　represent　the　orthodoxy　of　his

rule，　and　the　Shinsen－en　was　the　space　created　in　the　Heiari－kyo　to　embody　his　wiH．

The　Orders　of　the　Yanshenggong　in　the　Documents　of　Huizhou

by

MlyA　Noriko

　　Successive　Chinese　dynasties　have　esteemed　Kongzi孔子（Co㎡ucius）and

Confucian　learning　and　have　bestowed　special　privlleges　to　the　temple　of　Kongzi　at

Qufu曲皐in　Shandong　and　to　his　descendants．　Yanshenggong画聖公was　the

hereditary　title　of　nobility　granted　to　the　heirs　of　Kongzi　after　the　Song　dyRasty．　The

descendants　of　Kongzi　were　graduady　dispersed　throughout　the　land　from　Qufu　due

to　warfare　and　intemal　stsrife　withn　the　family．　As　a　result　of　the　Jurchen　advance　into

northem　China　in　pairticular，　the　mairi　line　of　KoRgzi　was　split　into　two　houses，　and

holders　of　the　title　Yanshenggong　arose　in　Qufu　under　the　Jin　dynasty　and　also　in

Quzhou衛州undeτ　the　Southern　Song、　Furthemiore，　arrridst　the　turmoil　at　the
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